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１．はじめに
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大阪府では現在、平成24年に策定した「今後の土砂災害対策の進め方」に基づき、
「人命を守ること」を最優先として、「逃げる」施策である地区単位のハザードマップ等の
作成や各種情報の発信や共有、「凌ぐ」施策として、移転・補強制度の構築・運用、
「防ぐ」として災害発生の危険度や災害発生時の影響を基に整備箇所の重点化を図
り施設整備等、各施策を総合的・効果的に組み合わせて、土砂災害対策に取り組ん
でいる。
一方この間、全国各地において豪雨等の発生頻度の増加による水害や土砂災害

が頻発し、甚大な被害が発生しており、今後もさらなる降雨特性の変化に伴い、災
害の激甚化や様相の多様化などが懸念されている。また、人口減少や高齢化社会が
進むなか、災害リスクを勘案したまちづくりを進めることや、観測機器の性能や解析技
術の向上等の技術的進歩の活用等、社会情勢に応じた対応も求められている。この
ような中、国は令和２年７月に、あらゆる関係者が協働して、流域全体で水害を軽
減させる治水対策「流域治水」を推進していく方針を示し、より一層ハード・ソフト一体
となった対策が求められている。
そこで、大阪府においても、これまでの土砂災害対策の検証を行うととともに、前述

の状況を踏まえ、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめる。



近年の土砂災害等を踏まえた土砂災害対策の進め方 審議経過
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審議会 主な議題
第１回
（R6.1.26）

○『今後の土砂災害対策の進め方』に基づく土砂災害対策の状況
○近年の土砂災害に関する最近の動向

第２回
（R6.6.24）

○課題を踏まえた今後の具体的な取組み
●土砂災害防止法に基づく基礎調査
・土砂災害防止法に基づく繰り返し調査
・高精度な地形情報を用いた基礎調査の進め方

●逃げる施策
・実効性の向上に向けた取組み
・土砂災害警戒情報の発表基準の見直し

●凌ぐ施策
・移転・補強制度の推進に向けた取組み

●防ぐ施策
・施設整備にかかる優先順位の考え方
・土砂・洪水氾濫対策への対応

第３回
（R6.9.25）

○課題を踏まえた今後の具体的な取組み
●土砂災害防止法に基づく基礎調査
・土砂災害防止法に基づく繰り返し調査

●逃げる施策
・実効性の向上に向けた取組み
・土砂災害警戒情報の発表基準の見直し

●凌ぐ施策
・移転・補強制度の推進に向けた取組み

●防ぐ施策
・施設整備にかかる優先順位の考え方
・土砂・洪水氾濫対策への対応

○とりまとめの方向性
第４回
（R7.1.27） ○とりまとめ



２．今後の土砂災害対策の進め方（平成24年８月）に基づく取組状況と課題
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• 今後の土砂災害対策の進め方（平成24年８月）に基づき、「人命を守る」ことを最優先に、これまで、土砂
災害防止法に基づく区域指定を基軸に、住民が主体的に避難行動をとるための支援施策や施設整備箇所の重
点化等、着実に土砂災害対策を推進するための施策を具体化し、実施。

●主要な施策

＜基軸＞土砂災害防止法に基づく基礎調査
➣航空写真の見比べ調査による基礎調査のフォローアップ（２巡目）の推進

＜逃げる施策＞
➣市町村ハザードマップの作成及び地区単位のハザードマップの作成の促進
➣要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・訓練の支援
➣訓練ムービーによる啓発、避難に関する効果的な事例を共有
➣土砂災害警戒情報発表時のホットラインの実施等

＜凌ぐ施策＞
➣土砂災害特別警戒内の移転・補強制度の運用
➣居住誘導区域から土砂災害警戒区域を除外することによる土地利用誘導

＜防ぐ施策＞
➣「災害発生の危険度」「災害発生時の影響」からなる重点化指標に基づく施設整備
➣受益者負担金制度による急傾斜地崩壊対策事業

【進捗管理】
犠牲者ゼロの継続のため、人命を守ることに最も効果的な「逃げる」施策を軸とし、区域指定箇所に対する

地区単位のハザードマップの作成箇所数を効果指標としていく



＜基軸＞土砂災害防止法に基づく区域指定
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土砂災害防止法に基づく区域指定
• 土砂災害に関するリスクの開示・情報の共有、すべての施策の基軸として最優先に実施。
• また、平成26年８月に広島で発生した土砂災害をうけ、基礎調査の前倒しを行い、平成28年９月に区域指定
が完了した。

出典：国土交通省HP（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/content/001741180.pdf）に一部加筆

全国で基礎調査が完了

大阪府で基礎調査・区域指定が完了
Y:8,345 R:7,758（H28.9）

H26.8 広島で土砂災害
土砂災害防止法の改正
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土砂災害防止法に基づく区域指定

出典：国土交通省HP（ https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/content/001769519.pdf ）に一部加筆

• 大阪府では、令和６年12月31日現在、土砂災害警戒区域8,345箇所 土砂災害特別警戒区域7,741箇所指定し
ている。
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大阪府 警戒区域 特別警戒区域

土石流 1,819 1,313

急傾斜地の崩壊 6,509 6,428

地滑り 17 0

計 8,345 7,741



大阪府における土砂災害防止法に基づく基礎調査の実施状況
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• 平成28年度に府内全域の基礎調査及び区域指定が完了。平成29年度より２巡目の基礎調査を開始し、令和６
年度末に調査完了予定。

• 土砂災害防止対策基本指針の変更に基づき、令和３年度より高精度な地形情報を用いた新たな危険箇所の抽
出作業の開始。

平成28年度 基礎調査（１巡目）完了

平成29年度 基礎調査（２巡目）開始

令和７年度 基礎調査（３巡目） 開始

令和３年度～ 高精度な地形情報を用いた
新たな危険箇所の抽出作業を開始

令和６年度 基礎調査（２巡目）完了予定

令和２年度 土砂災害防止対策基本指針の改正
高精度な地形情報等を用いて、土砂災害が発生する
おそれがある箇所の抽出に努めるものとする。

４巡目、５巡目基礎調査の実施

新たな知見や地質条件による
区域設定条件の反映

基礎調査のフォローアップ（３巡目）につい
て、効率的な手法を検討する必要がある

令和６年度 新たな危険箇所の抽出 完了予定

令和７年度 新たな危険箇所の基礎調査 開始



２巡目基礎調査（概ね５年ごとの繰り返し調査）
• ２巡目基礎調査として、航空写真の見比べによる地形改変を抽出し、地形改変が確認された箇所については、
現地調査を行い、区域指定を行っている。

地形改変が確認された箇所の現地調査を行い区域を変更

平成28年9月以降の指定実績
（令和５年12月末時点）

駐車場の造成により
地形が改変

●２巡目基礎調査の実施手法

（指定累計）
警戒区域：115か所
特別警戒区域：98か所
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・地形が大きく改変され、住宅が立地している
⇒現地確認を実施し、基礎調査の必要性を判断

●２巡目基礎調査による指定事例
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●高精度な地形図等を用いた新たな土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出

航空写真測量による抽出
⇒傾斜度30度未満 ☞調査の対象外

航空レーザー測量による抽出
⇒傾斜度30度以上 ☞調査の対象

高精度な地形情報を
基に抽出

土砂災害防止対策基本指針の改正を踏まえた取組
• 令和元年東日本台風等による土砂災害を受け、令和２年８月に土砂災害防止対策基本指針が変更され、「高
精度な地形図等を用いて土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出に努めるもの」とされた。令和３年度
より、府においても航空レーザー測量による点群データを活用し、新たな危険箇所の抽出を開始。

●土砂災害防止対策基本指針変更の背景
令和元年東日本台風およびその後の低気圧等

に伴う大雨に伴い発生した土砂災害では、基礎
調査時の地形図判読において「土砂災害が発生
するおそれがある箇所」として抽出されなかったこと
から、土砂災害警戒区域の指定がされていなかっ
た箇所で土砂災害が発生した。
5mメッシュDEMを用いて分析したところ、「土砂

災害が発生するおそれがある箇所」として抽出でき
た可能性があるため、今後は高精度な地形情報
を用いて基礎調査を実施に努めると土砂災害防
止対策基本指針に位置づけされた。

出典：（国土交通省）近年の土砂災害における課題等を踏まえた土砂災害対策のあり方について（答申）」より図面を抜粋
（ https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001337968.pdf ）

急傾斜地の基準：がけ高さ5ｍ以上 傾斜度30度以上



土砂災害防止法に基づく基礎調査の取組状況と課題
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• 平成28年9月の区域指定完了後の基礎調査のフォローアップ（２巡目）については、既存の砂防基盤図と直
近の航空写真の重ね合わせにより地形改変箇所を抽出の上、現地確認を実施し、令和６年度末に完了予定。

取 組 施 策 取組状況 課題等

〈
基
軸
〉
基
礎
調
査

・基礎調査のフォローアップ（２巡目）
（航空写真による地形改変箇所調査）

・平成29年度から開始し、令和6年度
末に完了予定

・令和７年度から実施予定である基礎
調査のフォローアップ（３巡目）について
は、地形改変箇所を速やかに府民へ周
知するために、近年の技術的進歩を踏
まえた効率的な調査手法の検討

・高精度な地形情報を用いた新たな土砂
災害が発生するおそれのある箇所の調査 ・新規事項

・令和元年東日本台風において、土砂
災害警戒区域外で土砂災害が発生し、
人的被害が発生したことなどを受け、既
存の調査では抽出できなかった危険箇
所の調査、区域指定



逃げる施策
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避難の実効性の向上につなげる取組
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• これまで、大阪府は、府民一人ひとりの避難につながるよう様々な施策を実施してきた。
• 土砂災害対策については、地区単位のハザードマップの作成支援により、作成率約99％まで進捗し、土砂災害
警戒区域等に関する認知度は向上。また、避難行動に移れるよう、コミュニティタイムラインの作成支援や避
難確保計画の作成支援を実施。

◆大阪府のこれまでの取組

・コミュニティタイムラインの作成支援
作成ツール提供や専門家の派遣

・避難確保計画の作成支援
作成ツール提供や講習会の開催

・個別避難計画の作成支援
作成支援ガイドの提供 など

個別避難計画作成
支援ガイドの提供

コミュニティタイムライン
作成ツールの提供

・防災情報の提供
危険度メッシュ、ハザード情報の提供

・施設見学会の実施
関係機関と連携した施設見学会の実施

・地区単位のハザードマップ作成支援
作成主体である市町村を支援

・啓発活動の実施
災害パネル展の開催 など

防災情報の提供

啓発活動の実施

避難できる人 避難支援が必要な人 情報伝達 安否確認 避難誘導 その他

警戒レベル2【注意】

自主避難所開設準備

警戒レベル3【警戒】

暴風警報 避難所開設準備

大雨警報、洪水警報 高齢者等避難

土砂災害警戒情報 警戒レベル4【非常に危険】

記録的短時間大雨情報

高潮警報、高潮特別警報 避難指示

警戒レベル5【極めて危険】

大雨特別警報

高潮氾濫発生情報

氾濫発生情報 緊急安全確保

(注１）気象情報、河川の水位情報等は、地域の事情によってタイミングが変わります

氾濫警戒情報
(避難判断水位到達）

氾濫危険情報
（氾濫危険水位到達）

大雨注意報、洪水注意報
強風注意報、高潮注意報

氾濫注意情報
（氾濫注意水位到達）大雨注意報、洪水注意報、強風注意報

を警報に切り替える可能性について

○○地区コミュニティタイムライン　

時間
経過 気象情報・河川の水位情報等（注１） 市町村の避難情報

警戒レベル
地域の動き地域住民

早期注意情報（警報級の可能性等の情
報）

台風進路情報

台風に関する情報（随時）

町会の班から、大雨・強風への注

意を全住民にに呼びかけ

（TEL・巡回）

町会で、安否確認の準備として、

要配慮者等の所在と連絡法等を

確認

町会の班から、自主避難用避難

所開設を、高齢者や単身者など

に案内（TEL・訪問）

自主避難する住民の安否を確認

して、要配慮者に早期の避難を促

す

町会の班から、配慮者に避難を呼び

かけて、避難所を案内（TE・訪問）

町会から、全住民に、避難の準備と

非常全持ち出し品準備を呼びかけ

役所に要配慮者の避難開始を報告

要配慮者（高齢者・障がい者・乳

幼児・妊婦用）の安否を確認

（TEL/訪問）

要配慮者の避難支援を避難誘導

班に要請

要配慮者で在宅避難者の名簿を

作成

町会の班から、全住民に避難勧

告発令を案内し、非常持ち出し

品の確認を案内（TEL)

役所に避難状況を報告

避難所で避難者の名簿作成

負傷者、病人等の申出を受付し

て、救助が必要な場合は、役所に

通報

在宅避難の住民を把握

在宅住民に動かないよう案内

（TEL)在宅避難の住民を把握
孤立などで、救助を求める住民が

ある場合は、役所に通報

避難の準備のために、町内の

危険ヵ所・浸水・冠水道路等

の予想を立てて巡回点検

危険個所等に表示やロープ

張等を設置

自主避難者の、避難路の安

全確認と、避難の介助

自主避難者の受け入れ応援

避難者名簿作成

要配慮者の避難の介助

交通整理

車いす、車両の準備等

避難所の開設支援

要配慮者避難の受け入れ

名簿作成

避難所備蓄品の整理

避難路の安全確保

交通整理

避難者の介助

避難者の受け入れ支援

名簿作成

避難スペース設置

避難所運営班編成

備蓄品配布準備

帰宅困難者の受け入れ

大雨の中で外出する住民に

注意呼びかけ

商店等一時避難者の受け

入れを要請

テレビ、ラジオ、インターネットで台風情報を確認

自主避難開始 避難開始

避難完了

逃げ遅れた人は、自宅内の災害の受けにくい

場所へ避難し、安全確認する。

家族や地域が連携し

た避難開始

近所に声を掛け

ながら避難

必要支援を要請

・自宅台風対策実施

・食料・ラジオ・ライト等点検

避難完了

避難に関する参考情報

洪水リスク表示図
http://www.river.pref.osaka.jp/

河川防災情報
http://www.osaka-kasenportal.net/suibou/index.html

河川カメラ
http://www.osaka-pref-rivercam.info/

土砂災害危険度情報
http://218.251.72.164/WebSite/

市町村 06-○○××-××▲▲

消防 06-○○××-××▲▲

病院 06-○○××-××▲▲

連絡先

・防災教育の実施
出前講座等の実施
災害伝承碑の活用

・自主防災組織リーダー育成
育成研修の開催

・防災士育成講座の実施
大学と連携した講座の開催

出前講座の実施

リーダー育成研修

リスクの周知・防災情報の提供 人材育成 避難に向けた支援

※令和６年度第１回大阪府土砂災害対策審議会資料 より



避難の実効性の向上につなげる取組（市町村ハザードマップ）
• 大阪府が指定した土砂災害警戒区域等を基に、作成対象となる府内全34市町村で土砂災害ハザードマップを
作成済み。

• ２巡目基礎調査による指定にあわせ、随時更新している。

●土砂災害ハザードマップの作成（参考例）

出典：枚方市ホームページ

指定状況に
あわせ随時更新
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避難の実効性の向上につなげる取組（地区単位のハザードマップ）
• ワークショップなどを行い、地区単位のハザードマップの作成や避難訓練を実施。
• 地区単位のハザードマップの作成率は令和７年３月見込みで約99％となっている。

●防災啓発、防災教育の強化

【地区単位のハザードマップの作成】 【避難訓練などの実施】
地区単位のハザードマップをもとに、避

難訓練などを実施

提供（気づき）・共有（深め） 行動（動く）

避難訓練の様子ワークショップによるリスクの共有①まちあるきによるリスクの確認

土砂災害のリスクや避難路、避難所を記載した地区単位のハザードマップを作成を実施

動画作成による訓練サポートワークショップによるリスクの共有② 地区単位のハザードマップ完成

15

●避難訓練の実施率
土砂災害警戒区域ベースでの避難訓練の実施率は約41％（R4年末時点）
※H29以降１度でも避難訓練を実施したものを計上



避難の実効性の向上につなげる取組（タイムライン防災）
• 洪水や土砂災害、高潮災害などのハザードを対象に、国や市町村と連携し、「おおさかタイムライン防災プ
ロジェクト」を平成28年度から推進。

• 「市町村」「地域」のタイムラインについては、事例の紹介や専門家による講演開催などにより策定を支援。

災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で、
「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列に整理
１．タイムラインの策定過程で、お互いの顔が見える関係を築く。
２．タイムラインであらかじめ役割を決めて、動く。
３．タイムラインは、首長の意思決定を支援する。
４．タイムラインで、先を見越した早めの行動が安全・安心に。
５．タイムラインを防災チェックリストとし、防災行動の漏れ、抜け、落ちの防止に。
６．タイムラインに実災害での反省や課題をフィードバック。

広 域タイムライン 市 町村タイムライン コ ミュニティ（地域）タイムライン

比較的大きな流域（寝屋川、安威川・神崎川、
石川、大津川）を対象とし、多くの防災機関の防
災行動を記載し、主に国や大阪府が主体となり
作成。 （５/５地域 策定 R5.12末時点）

市町村の各部署の防災行動を記載し、
主に市町村が主体となり作成。
（42/43自治体 R6.12末時点）

自治会や小学校区などの区域を対象とし、
住民や自主防災組織などの防災行動を記載
し、主に市町村と地域や住民が一緒に作成。
（147地区で策定 R6.12末時点）

大規模水害タイムライン（寝屋川流域） 土砂災害タイムライン（市町村） 高潮タイムライン（貝塚市）

●タイムライン防災とは・・

事前防災行動計画
（タイムライン）
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※洪水・高潮を含む
※土砂災害警戒区域等を有しない市町を含む



避難の実効性の向上につなげる取組（要配慮者利用施設における避難確保計画）
• 平成29年に土砂災害防止法が改正され、土砂災害のリスクが高い区域にある要配慮者利用施設では、避難確
保計画の作成と避難訓練の実施が義務化。

• 大阪府では、庁内関係部局や市町村と連携し、講習会の開催や解説動画の作成・紹介をするなど、施設管理
者による計画作成や避難訓練の支援を実施。

モデル施設での避難訓練実施支援や訓練事例を紹介
⇒令和6年3月末時点の避難確保計画に基づく訓練の状況は、
府内全体で約31％（全国平均は約43％)

▶社会福祉施設、学校、病院など
防災上の配慮を要する者が利用
する施設

■作成義務を負うもの
• 施設管理者（公共・民間）
■対象
• 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内

にある施設のうち、市町村の地域防災計
画に位置付けられた施設

■府・市町村の役割・責任
• 府・市町村の関係部局は連携して計画

作成の助言等、積極的に支援を行う。
• 市町村は、作成していない施設管理者に

対して指示や公表ができる。

■計画作成講習会の開催 ■解説動画の作成・紹介

●計画作成促進に向けた取組

（H28.8）岩手県岩泉町

（H21.7）山口県防府市

●背景・概要
平成21年7月中国・九州北部豪雨やH28.8台風10

号等では、逃げ遅れによる多数の犠牲者

平成29年6月 土砂災害防止法の改正
要配慮者利用施設における避難確保計画の作

成・避難訓練の実施が義務付け

●避難訓練の実施促進に向けた取組

令和6年3月末時点の土砂災害防止法に基づく避難確保計画の
作成率は、府内全体で約94％（全国平均は約89％)
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●対象となる施設数※

大阪府 警戒区域 特別警戒区域

土石流 318 8

急傾斜地の崩壊 251 89

計 569 97

※基礎調査時点、重複を含む

☞地域防災計画に記載された対象施設数：379（R6.3末時点）



避難の実効性の向上につなげる取組（個別避難計画）
• 令和３年５月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対し、避難支援等に必要な事項を個別に定
める個別避難計画の作成について、市町村へ努力義務が課された。

• 大阪府危機管理室では、個別避難計画作成支援ガイドを作成し、市町村へ支援を実施。

●市町村職員向け個別避難計画作成支援ガイド ●個別避難計画作成状況
（R6.4.1現在）

一部策定済み 35市町村
未策定 4市町

●個別避難計画作成数
（R6.4.1時点）

32,223計画

●避難行動要支援者数
（R6.4.1時点）

481,706人

18

●砂防部局による取組み
府内関係部局や市町村から構成さ

れる総合土砂災害対策推進連絡会
やその地域部会において、取組状況
などを情報共有

会の構成

地
域
部
会

推
進
連
絡
会



避難行動を促す情報提供（土砂災害警戒情報の発表と避難の状況）
• 平成30年２月より、新たな土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）の運用を開始するとともに土砂災害の危険度情
報の提供方法を変更。

• また平成29年６月より、土砂災害警戒情報を発表した際に府と市町村との間でホットライン※の運用を開始。
●土砂災害警戒情報の発表状況（H30.2～）

No. 発表年月日 発表市町村数 避難指示等※2 避難者数※3 土砂災害の発生※4

1 H30.7.5～7.9（H30年7月豪雨）※1 30 28 1,548名 9件（土石流等１、がけ崩れ８）

2 H30.8.24（台風第20号）※1 6 3 566名 0件
3 H30.9.7～9.8（前線）※1 7 2 6名 0件
4 R2.7.6～7.11（R2年7月豪雨） 16 5 40名 1件（がけ崩れ）

5 R3.5.21（梅雨前線及び低気圧） 5 2 40名 0件
6 R3.8.14～8.17（前線） 13 12 39名 0件
7 R4.8.16～8.18（前線） 5 1 2名 0件
8 R4.9.2～9.3（前線） 2 2 109名 0件
9 R5.6.2～6.3（梅雨前線及び台風第２号による大雨） 24 21 460名 12件（土石流等１、がけ崩れ11）

10 R6.11.2（前線及び低気圧） 3 0 0名 0件
※1：平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震の影響により、土砂災害警戒情報の基準引き下げを実施（H30.6.18～H31.3.12）

７割基準（震度6弱）：箕面市、高槻市、茨木市、枚方市
８割基準（震度5強）：豊中市、島本町、吹田市、交野市、寝屋川市

※2：おおさか防災ネットによる集計（避難指示または避難勧告を発令した市町村数）
※3：おおさか防災ネットによる集計（土砂災害警戒区域を有する市町村のうち避難所へ避難した最大人数）
※4：大阪府都市整備部河川室による集計
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●土砂災害の危険度情報の提供方法の変更

土木事務所管内ごとの表示からGISベースの土砂災害の危険度メッシュ情報を提供

土砂災害警戒情報の発表回数（H19～R5）

AND方式 連携案方式

年平均
約2.5回 年平均

約1.5回

市町村が場所を絞った避難
情報が発令できるよう、1kmあ
たりのメッシュに危険度を色分
けして表示することや、メッシュ
ごとに危険度の予測を表示
（スネークラインの簡略表示）
できるよう変更した

※災害等の切迫性を伝え積極的な防災対応を促すために大阪府と市町村長等の間で行われる電話連絡



避難行動を促す情報提供（取組事例の共有）
• 平成29年度より、各市町村の警戒避難体制の強化に関する効果的な事例をホームページに掲載し情報を共有。

20



「逃げる施策」の取組状況と課題
• 逃げる施策として、地区単位のハザードマップの作成を推進するとともに、避難確保計画、個別避難計画、
市町村や地域単位のタイムラインの作成支援を実施。

• 平成30年２月より、新たなCLによる土砂災害警戒情報の発表を開始し、令和６年12月末までに延べ10回の降
雨で発表し、市町村へのホットラインを実施。また、府のホームページのリニューアルを行い、訓練支援
ムービーの提供や避難に関する効果的な活動の情報共有ページを公開。

21

取
組 施 策 取組状況 課題等

逃
げ
る

避難の実効性の向上につなげる取組
・市町村ハザードマップ（HM）作成促進
・地区単位のハザードマップの作成
及び避難訓練の促進
・市町村や地域のタイムライン（TL）の作成の促
進
・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び
避難訓練の促進

・市町村HM・TL：全て作成済
・地区単位のHM：約99％（R7.3見
込み）
・避難確保計画の作成率：約94％
避難訓練の実施率：約31％
（R6.3時点）

・地区単位のハザードマップによりリスク
周知が進んだことや、避難確保計画
の作成率は全国平均約89％に比べ
高い一方で避難の実効性向上に向
けた訓練等の実施状況が低く、避難
の実効性の向上につながっていない

避難行動を促す情報提供
・避難行動を促す土砂災害警戒情報の発表及び
情報提供

・土砂災害警戒情報及びホットライン：
10回の降雨イベント（H30.2～
R6.12）
・訓練支援ムービーの提供や避難に関
する効果的な活動の情報共有ページの
公開

・現行のCL運用から約５年が経過し、
その間、平成29年台風第21号や平
成30年７月豪雨などにより記録的な
降雨や多数の土砂災害が発生し、新
たに降雨情報や災害情報が蓄積され
た。また、CLの設定基準についても改
定されたことから、最新の知見による
CLの見直し



凌ぐ施策
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土砂災害特別警戒区域内からの移転・補強補助制度
• 平成27年９月より、土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅において移転及び補強補助制度を開始し、移
転補助制度については、令和６年４月より補助内容を拡充。

• 令和６年12月までに10件(令和７年度末見込：11件)の移転補助を行った（補強補助は実績なし）。

移転・補強制度の市町村運用状況

移転・補強の実績（大阪府及び全国） 全国実績は「住宅・建築物耐震改修事業等必携2023年度
版」より大阪府が作成（土砂災害特別警戒区域以外も含む）

画像出典：国土交通省HP
画像出典：国土交通省HP

危険住宅の除却等の補助実績H27～R5 累計10件 危険住宅に代わる住宅の建設補助実績H27～R5 累計3件

土砂災害特別警戒区域内の
保全人家戸数※1

9,806戸

※1：基礎調査時点、がけ崩れを対象。区域に
よる重複を含む

移転 補強
能勢町 H29.4 H29.4

豊能町 H29.4 H30.３
池田市 H29.4 H29.4

箕面市 H29.6

豊中市 R1.7 R1.7

茨木市 H29.3 H29.3

高槻市 H29.4 H29.4

吹田市 R1.10 R1.10

島本町 H30.4 H30.4

枚方市 H28.12 H28.12

交野市 H31.4 R6.4

寝屋川市 ○
四條畷市 H29.4

大東市 R2.1

東大阪市 H31.4

八尾市 H30.4 H30.4

柏原市 H28.4 H28.4

太子町 H31.4 H31.4

河南町 H31.4 H31.4

羽曳野市 H28.10 H31.3

大阪狭山市 R1.6 R1.6

富田林市 R1.12 R1.12

河内長野市 R2.1 R3.1

千早赤阪村 H30.4 H30.4

堺市 H29.5 H28.3

和泉市 H30.4 H30.4

岸和田市 H28.1

貝塚市 H30.4

泉佐野市 ○
熊取町 ○
泉南市 H29.4 H29.4

阪南市 ○
岬町 R1.7

計 33 21

○：申請者からの相談があり次第、運用開始可能 23



土砂災害特別警戒区域内からの移転・補強補助制度

24

• 移転・補強制度の推進のため、市町村へアンケート調査を実施し、課題を抽出。

◆特別警戒区域内の危険住宅の移転制度の利用が進まない主な要因（回答：33市町村）

住民の財政的負担が大き

い（公的支援が少な

い）, 22

今住んでいる土地への愛

着や、田畑を所有してい

る等の事情から移転し難

い, 21

住民の防災意識が低い, 4

移転に伴う地域コミュニ

ティの解消、減少, 4

移転制度の周知不足, 4移転先がない、移転先がわからない, 7

必要な手続きが煩雑で難

しい, 8

残った土地の管理や活用に対する不

安（住宅用地の要件消滅による固定

資産税の増額等）, 13

住民が相談できる機会

（相談会等）がない, 6

災害リスクを理解しつつ

も、住民が防災を目的と

した住宅移転に踏み切れ

ない, 18

住民は行政に対して、移転・補強支

援ではなく斜面への直接の対策を求

めているなど,4

住民の心理的要因
①土地への愛着
②防災目的の移転に踏み切れない

住民の財政的要因
③公的支援が少ない
④残った土地の管理等に対する不安
→特に除却後の土地の固定資産税等の

負担は大きい

新 旧

木造：32,000円/1m2、
非木造：46,000円/1m2
※R6住宅局通知に定める除却工事費

97.5万円/戸

区分

（危険住宅の除却費）

（引越費用等）

97.5万円/戸除却等費

土地 96万円

325万円

建物助成費

計 421万円

建物

大阪府がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の改正
（令和６年４月１日 改正）

①②、移転等を望まない住民に対し、土砂災害の危
険性が高まった際に避難行動をとれるよう啓発するく
必要がある。

③危険住宅の除却額を令和６年４月から大幅に拡
充した効果の検証。
④除却しない場合のほうが財政的負担が少ない場
合があることから、移転補強制度の拡充にかかる制度
設計について国へ働きかけが必要



土砂災害特別警戒区域内からの移転・補強補助制度
• 平成27年以降の移転を行った10件について、制度を利用した理由などを整理。
• 本来の事業目的で利用された事例は３件であり、住宅の処分や建て替えを契機とした事例が多かった。

移転・補強の実績（大阪府及び全国）
全国実績は「住宅・建築物耐震改修事業等必携2023年度
版」より大阪府が作成（土砂災害特別警戒区域以外も含む）
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危険住宅の除却等の補助実績H27～ 累計10件 危険住宅に代わる住宅の建設補助実績H27～ 累計3件

◆移転制度を利用した理由

制度を利用した10件について、利用した理由、制度を知ったきっかけを整理

本来の事業の目的で利用したのは３件。
「住宅の処分」と「建て替え」を契機とした利用が半数を占める。

不動産業界への制度周知も有効である可能性があることから、ヒアリングを実施

特別警戒区域から出たかった 1件
実際に被災した 2件
住宅の処分 2件
住宅の建て替え 3件
ハザードに関係なく引越し 1件
不明 1件

多様な媒体や機会を利用した周知の検討

移転・補強制度について、十分認知されていない



まちづくりとの連携 （土砂災害リスクの周知、盛土等に伴う災害への対応）
• 市町村の開発部局に加え、不動産関連団体や建築士関連団体に対して、研修会への参加など土砂災害に関す
るリスク情報の周知活動を毎年実施。

• 盛土等に伴う災害への対応については、平成27年に大阪府砂防指定地管理条例を改正を行い、砂防指定地の
管理を強化している。また、令和３年の熱海市での災害を踏まえた盛土規制法の施行を受け、府においても
大阪府内盛土等対策連絡会議を設置し、関係部局と連携して監視や指導を実施している。

対象 取組み内容

市町村
農業委員会

✓ 各地区の農業委員会職員協議会等の場で土砂災害に関する
リスク情報の説明会を実施

府・市開発担当 ✓ 開発担当者や開発事業者等を対象とした宅地防災技術研修
会において、土砂災害に関するリスク情報を説明

✓ 府住宅建築局（建築指導室）のHPにて「災害リスク（土砂
災害・洪水・津波）」を掲載

不動産協会等 ✓ 不動産協会や宅地建物取引業者研修会、建築士会が主催す
る研修において、土砂災害に関するリスク情報の周知を実
施 宅地建物取引業者研修会での説明

●各種団体へのリスク情報の周知
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●盛土等に伴う災害への対応 大阪府内盛土等対策連絡会議 構成員

砂防指定内における取組状況
・「大阪府砂防指定地内監督処分要綱」を改定
し、違法行為に対しての対応方法・順序を明確
化し、また違法行為箇所に関しては、毎月の現
場確認と行為者への是正指導を実施
・「大阪府砂防指定地巡視要領」を改定し、年
度当初に巡視計画を作成し、計画に基づき、巡
視を実施

巡視状況



まちづくりとの連携 （都市計画による土地利用誘導）
• 市町村が策定する立地適正化計画での「居住誘導区域の設定」や「居住誘導区域内の防災指針」において、
防災・減災に留意した土地利用となるように作成を支援。

○立地適正化計画
• 都市再生特別措置法（2002年（平成14年）法律第22号）の2014

年（平成26年）改正により規定された制度
• 都市再生特別措置法に基づき市町村が作成する計画であり、都市計画に

関する基本的な方針「市町村マスタープラン」としてみなされるもの。
• 立地適正化計画は、居住誘導区域を定めること等によりコンパクト・プラス・

ネットワークの形成を推進してきたが、近年の自然災害の激甚化・頻発化を
踏まえ、改正された都市再生特別措置法（2020年（令和2年）6月）
では、立地適正化計画に居住エリアの安全性を強化する防災指針を追加
することとされた。

国土交通省「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進
のための都市再生特別措置法等の改正について

府内自治体の立地適正化計画策定状況（令和６年12月末）
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土砂災害防止法
土砂災害警戒区域を

居住誘導区域に含むか
豊能町 未策定 － －
能勢町 未策定 － －
池田市 H31.3.22 未策定 含まない
箕面市 H28.2.15 未策定 含まない
豊中市 R6.2.6 策定 含まない
茨木市 H31.3.31 見直し中 含まない
高槻市 R5.3.31 策定 含まない
吹田市 R.4.3.31 策定 含まない
島本町 策定中 － －
枚方市 R4.3.31 策定 含まない
交野市 未策定 － －
寝屋川市 H30.4.1 見直し中 含まない
四條畷市 未策定 － －
大東市 H30.1.31 策定 含む
東大阪市 R1.12.27 策定 含まない
八尾市 R4.3.31 策定 含む
柏原市 未策定 － －
太子町 未策定 － －
河南町 未策定 － －
羽曳野市 策定中 － －
大阪狭山市 策定中 － －
富田林市 R5.3.31 策定 含まない
河内長野市 R5.3 策定 含まない
千早赤阪村 未策定 － －
堺市 R6.11.1 策定 含まない
和泉市 H31.3.31 未策定 含まない
岸和田市 策定中 － －
貝塚市 R5.3.31 策定 含まない
泉佐野市 未策定 － －
熊取町 R4.3 策定 含まない
泉南市 未策定 － －
阪南市 H30.8.31 未策定 含まない
田尻町 未策定 － －
岬町 未策定 － －

市町村 立適計画
公表日 防災指針



まちづくりとの連携 （都市計画による土地利用誘導）
• 令和４年４月１日の大阪府都市計画法施行条例改正により、市街化調整区域内の災害リスクの高いエリアに
おける開発許可制度を厳格化。

大阪府内の区域区分

都市計画

区域内

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域外

大阪府都市計画法施行条例等の改正

（現行）市街化調整区域で開発許可できない区域
「災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、
土砂災害特別警戒区域」 【法34条11号、12号、14号】

↓

（改正）開発許可できない区域に追加
「浸水被害防止区域」 及び 「浸水ハザードエリア等」

浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定

土砂災害警戒区域
①②のいずれか

① 市町村地域防災計画に定められた避難場所（土砂災害防止法）への確実な避難にあたり、
避難確保計画の作成、訓練の実施、結果報告の義務化及び助言・勧告を踏まえた計画の見直しが
徹底されているもの

② 土砂災害特別警戒区域の基準を準用
（建築基準法に定める土砂災害による作用が想定される衝撃等に対する安全な構造基準）

浸水想定区域のうち、
災害時に人命に危険
を及ぼす可能性の高
いエリア

・戸建住宅、店舗、商業施設、工場など
垂直避難が可能なよう、居室の床面の高さが、
想定浸水深（３ｍ）以上

・集合住宅
すべての居住者の居室の床面の高さが、
想定浸水深（３ｍ）以上

都市計画法の改正（R2.6公布・R4.4施行）

（現行） 都市計画区域の災害レッドゾーンにおいて、
非自己用施設の開発を原則禁止

↓

（改正） 自己業務用の施設（店舗・病院・社会福祉施設・旅館・
ホテル・工場等）を開発を原則禁止する区域に追加

【法33条1項8号】

（現行） 「市街化調整区域（市街化を抑制すべき）」においても、
市街地の隣接、近接する等の区域で、地方公共団体が
条例で区域等を指定すれば、市街化区域と同様に開発が可能

↓

（改正） 開発が可能な区域から、
災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等の除外を徹底

【法34条11号、12号】

技術的助言（R3.4発出）

●開発審査会の議を経て許可する案件についても、改正の趣旨を踏まえ、
法34条11号、12 号と同様の対策の実施を求める

【法34条14号】

近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生

平成30年7月豪雨による土砂被害 令和元年東日本台風（第19号）に
よる浸水被害

大阪府の対応

背景

国の動き 今後の予定
Ｒ３.９月 改正条例・許可基準等のパブコメ実施
Ｒ４.２～３月 改正条例案の上程・議決
Ｒ４.４月 改正条例・細則及び許可基準等の施行

■災害ハザードエリア

◎災害レッドゾーン
○災害危険区域（建築基準法）

○地すべり防止区域（地すべり等防止法）

○急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法）

○土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法）

●浸水被害防止区域（特定都市河川法）

◎浸水ハザードエリア等
●土砂災害警戒区域（土砂災害防止法）

●浸水想定区域（水防法）のうち、災害時に人命に危険を

及ぼす可能性の高いエリア → 浸水深３ｍ以上

・洪水浸水想定区域【大臣指定 淀川・大和川 】【知事指定】

・高潮浸水想定区域【知事指定】

浸水深

府条例で定めるもの
・５市町（交野市、松原市、河南町、高石市、
阪南市）の12区域（約41ha）を指定し、
開発が可能 【法34条11号】

・開発審査会の議を経て許可してきた定型的な
ものを規定し、開発が可能 【法34条12号】

（対策イメージ）

法改正により開発許可できない区域（●）について、府条例等の改正
及び、浸水ハザードエリア等における開発の許可基準を制定

河川堤防の整備等のハード対策に加え、「災害ハザードエリア」 における
開発の抑制が重要なため、都市計画法を改正

～開発許可できない区域の追加と許可基準の制定～

府条例において
開発許可できない区域
○ 規定済
● 追加

出典：大阪府HP（大阪府都市計画法施行条例の改正等について）○開発手続き等による土地利用誘導に向けた取組み
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「凌ぐ施策」の取組状況と課題
• ・平成27年９月より運用を開始した土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅に対する移転・補強補助制度
については、令和６年度末見込みで移転（除却）実績11件である。さらに移転補助制度については、令和６
年４月に補助限度額の拡充を実施。

• 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において、土砂災害警戒区域を居住誘導区域から除外すること
が推奨されており、令和６年度末時点で土砂災害警戒区域を居住誘導区域から除外している市町村は34のう
ち16自治体。
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取 組 施 策 取組状況 課題等

凌
ぐ

移
転
・
補
強
制
度

特別警戒区域内に存在する既存住宅の移
転及び補強補助制度

・移転（除却）実績：11件（令和６
年度末見込み）
・補強実績：0件（R6.12時点）

・土砂災害特別警戒区域内の既存
不適格住宅に対する移転・補強補助
制度については、実績は着実に増えて
いるものの、さらなる制度活用の促進
の検討に加え、土地の愛着等、心理
的要因による移転を望まない住民への
対応

ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携

土砂災害リスクを踏まえた土地利用誘導
・居住誘導区域から土砂災害警戒区
域を除外：16自治体（R6.12時点）
・不動産関連団体や開発事業者等へ
の土砂災害リスクの周知

・土砂災害警戒区域等を居住誘導
区域から除外した結果、居住誘導区
域内に点在して居住誘導区域から除
外された地域が存在しており、面的な
まちづくりに支障がでるおそれ



防ぐ施策
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土砂災害対策施設整備の考え方
• 土砂災害防止法の区域指定結果より「災害発生の危険度」「災害発生時の影響」のそれぞれの評価結果をも
とに優先順位（重点化）が高い箇所から「土石流対策」「急傾斜地崩壊対策」を実施。

●土石流対策の優先順位（重点化）
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土砂災害対策施設整備の考え方
●急傾斜地崩壊対策の優先順位（重点化指標）

A A

4 5

A A

A

A

A

A

31 2

4 B A A

1 C B B

2 C B B

3 B B A
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土砂災害対策施設整備の考え方（急傾斜地崩壊対策事業における受益者負担金）
• 急傾斜地崩壊対策事業については受益者から負担金を徴収したうえで事業を実施。

●大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例（平成28年4月1日施行）
（以下、負担金条例）

○考え方
今後新たに実施する「急傾斜地崩壊防止工事」については、有識者による「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会か

らの提言も踏まえ、負担の公平性を確保する観点から、急傾斜地法に基づき、工事に要する費用の一部を受益者から徴収

○負担を求める範囲
土地所有者の保全義務及び崩壊による被害が大幅に軽減されることとなる範囲
※当該範囲に含まれる全ての土地所有者の同意（負担金支払い）が必要
・がけ地（急傾斜地）の土地所有者
・がけ地上端および下端から５ｍの範囲の土地所有者

○負担額
１．総額

負担総額＝（急傾斜地崩壊防止工事に要する費用）×（負担割合）
・「工事に要する費用」には工事費や調査設計費を含む
・負担割合は国の採択要件に準じ５％・１０％・２０％の何れか

２．各受益者の負担額
負担総額を各受益者が所有する土地の延長割合で分担
・「がけ上端」「がけ下端」はがけ地に接する土地の延長
・「がけ地」はがけの上下端の平均延長

３．徴収方法
工事の進捗にあわせて年度毎に徴収
・生活保護法による扶助を受けている場合は免除

近接して
公共施設

等あり
左記
以外

がけ高
30ｍ以上 5% 10%

災害工事
隣接斜面 5% 10%

上記以外 10% 20%

［負担割合］

負担を求める範囲

がけ下端

がけ上端

５ｍ

がけ地

５ｍ

Ｎ

がけ下

がけ上

Aさん Bさん Cさん

Dさん Eさん

がけ地
Ｆさん Ｅさん

：工事実施範囲Ｎ

：負担割合の基礎となる延長

［負担を求める範囲・土地所有者の延長割合のイメージ図］
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流木対策の取組
• 平成25年の伊豆大島の土砂災害等の流木被害等を踏まえ、国の指針※が改定され、大阪府においても原則、
透過構造を有する砂防堰堤の整備を開始。

• また、治山事業では、保安林事業や森林整備に加え、大阪府森林環境税を平成28年度より創設し、森林区域
内の土石流・流木対策をさらに推進している。

●流木対策の事例

〇制度仕組み
年額300円

（個人府民税均等割額に加算）

〇使いみち
・森林区域の土石流・流木対策
・都市緑化を活用した猛暑対策

〇課税期間
・令和９年度まで

※「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）」および「土石流・流木対策設計技術指針」
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不透過型堰堤＋流木捕捉工
天野川支川第四支渓（交野市）

部分透過型堰堤
鬼虎川（東大阪市）

透過型堰堤
北川（能勢町）

流木捕捉工の増設
才ヶ原川（箕面市）

●大阪府森林環境税制度

・危険渓流の流木対策事業（R2～R6）
・集水域（森林区域）における流域治水対策（R6～R10）

出典：大阪府HP



緊急交通輸送路

集落

土石流

近年の災害による課題

35

• 平成29年九州北部豪雨や令和２年７月豪雨では、土砂災害等により道路が寸断され、孤立集落が発生している。
また令和６年能登半島地震においても道路の寸断により、避難活動や救助活動に支障を及ぼした。

• 現在の重点化指標では、災害発生時の救助、応急対策時に必須となる「緊急交通路」や「緊急輸送道路」への
影響について、評価がなされていない。

緊急交通路
公安委員会が指定する路線で、大災害発生時に、災害応急対策が的確かつ円

滑に行われるようにするため、災害対策基本法第76条第1項に基づき一般車両の
通行を禁止又は制限する路線。

緊急輸送道路
災害発生時に、被災者の避難及び救急活動人員や物資等の緊急輸送を円滑に

行うための路線。防災会議の承認を得て市町村の地域防災計画に位置付け。

広域緊急交通路（府選定）
自動車専用道路 26路線 362km
一般道路 97路線 877.8km

地域緊急交通路（市町村選定）
緊急輸送道路（市町村選定）

令和4年12月

中国自動車道

西名阪自動車道

万博公園

服部緑地

鶴見緑地

寝屋川公園

大阪城公園

山田池公園

久宝寺緑地

錦織公園

大泉緑地

長居公園

広域緊急交通路

湾岸線

南阪奈道路

国
道
4

2

3

号

国道171号

国道176号

国道2号

国道163号

国道308号

国道25号

国道173号

大阪生駒線

国道176号

南
北
線

(注)　点線は、事業中路線を示す。

陸 上 自 衛 隊 駐 屯 地

災 害 拠 点 病 院

大 阪 府 庁

自動車専用道路

一般道路　重点14路線

一般道路　その他路線

広域
緊急交通路

主要な
防災拠点

緊急交通路

凡　　　　　例

広 域 防 災 拠 点

後 方 支 援 活 動 拠 点

輸 送 基 地

6号大和川線

中国自動車道

西名阪自動車道

万博公園

服部緑地

鶴見緑地

寝屋川公園

大阪城公園

山田池公園

久宝寺緑地

錦織公園

大泉緑地

長居公園

湾岸線

南阪奈道路

第二阪奈道路

国
道
4

2

3

号

国道171号

国道176号

国道163号

国道308号

国道25号

国道173号

大

阪

中

央

環

状
線

大阪生駒線

国道176号

(注)　点線は、事業中路線を示す。

陸 上 自 衛 隊 駐 屯 地

災 害 拠 点 病 院

大 阪 府 庁

自動車専用道路

一般道路　重点14路線

一般道路　その他路線

広域
緊急交通路

主要な
防災拠点

緊急交通路

凡　　　　　例

広 域 防 災 拠 点

後 方 支 援 活 動 拠 点

輸 送 基 地

堺泉北道路

6号大和川線

3号神戸線

蜻蛉池公園

赤峰市民広場土砂災害により緊急交通輸送路が寸断さ
れると、避難・救助活動に大きな支障



用地取得の課題
• 山間部の土地については、地籍調査の未了による筆界未確定の土地や所有者不明土地等の課題があり、用地取
得に時間を要している。

• 法務局が行う表題部所有者不明土地解消事業の活用等により事業を推進しているところであるが、市町村の地
籍調査の実施されている地域については、早期取得による施設整備効果の早期発現が見込まれる。
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●各種制度の活用

表題部所有者不明土地解消事業の活用
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388753.pdf

相続登記の義務化による所有
者不明土地の解消

●地籍調査の状況

山間部の土地については、地籍調査の未了によ
る筆界未確定の土地や所有者不明土地等の
課題があり、用地取得に時間を要している

筆界特定制度の活用による
用地取得の推進



土砂・洪水氾濫対策について

37

• 記録的な降雨に伴い表層崩壊が多発し、特に土砂・洪水氾濫については、過去から度々大きな被害をもたらし
てきたが、近年は頻発化の傾向にある。

出展：（国土交通省HP）気候変動を踏まえた砂防技術検討会（第８回）



土砂・洪水氾濫対策について
• 国の気候変動を踏まえた砂防技術検討会での検討を踏まえ、令和４年３月に「土砂・洪水氾濫により大きな被害の恐
れのある流域の調査要領（案）（試行版）」が国から示され、大阪府においても、対象となる流域の抽出業務に着手し、
令和５年度末に抽出が完了。

出典：土砂・洪水氾濫により大きな被害の恐れのある流域の調査要領（案）（試行版） 38



「防ぐ施策」の取組状況と課題
• 土砂災害防止法に基づく区域指定結果をもとに、「災害発生の危険度」および「災害発生時の影響」を評価
し、優先順位を定めて事業を実施。加えて、急傾斜地崩壊対策事業については、受益者負担金を徴収し、事
業を実施。

• 全国の流木被害等を踏まえ、透過構造を有する砂防堰堤の整備の推進や農林部局による森林環境税を活用し
た流木対策を実施。

• 近年、全国で大規模な被害が発生している土砂・洪水氾濫については、大きな被害のおそれのある流域の抽
出及びその対策の検討の必要性が高まっている。
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取 組 施 策 取組状況 課題等

防
ぐ

土石流対策

「災害発生の危険度」「災害
発生時の影響」の評価をもと
に施設整備を実施

【土石流対策】（H24～R6）
着手：27渓流 概成：33渓流

・平成29年の九州北部豪雨や令和２
年７月豪雨等により、土砂災害等によ
り道路が寸断され、孤立集落が発生し
たことや、令和６年能登半島地震にお
いても道路の寸断により避難・救助活
動に支障を及ぼしたことから、緊急交通
路等の保全（土石流対策・急傾斜地
崩壊対策）
・山間部の境界未確定地や所有者不
明土地等により、用地取得に要する期
間が長期化

急傾斜地
崩壊対策

【急傾斜地崩壊対策】（H24～R6）
着手：18箇所 概成：33箇所

・土砂災害警戒区域等を居住誘導区
域から除外した結果、居住誘導区域
内に点在して居住誘導区域から除外さ
れた地域が存在しており、面的なまちづ
くりに支障がでるおそれ

土砂・洪水氾濫
対策 土砂・洪水氾濫対策の検討 ・新規事項

・近年、全国で土砂・洪水氾濫が頻発
化しており、大きな被害のおそれのある
流域の抽出及びその対策の検討



３．近年の土砂災害等を踏まえた土砂災害対策の今後の進め方
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• これまでの課題や近年の土砂災害等を踏まえ、各施策を推進していく。

●各施策の今後の進め方
＜基軸となる土砂災害防止法に基づく基礎調査＞きめ細やかな区域指定の推進
➣衛星画像と画像解析技術を活用したフォローアップ調査（３巡目）
➣高精度な地形情報を用いた基礎調査（急傾斜地の崩壊・土石流）の推進

＜逃げる施策＞避難につながる土砂災害の自分事化
➣市町村、府民が行う地域の避難体制づくり支援の継続
➣府民の日常生活の中で、土砂災害を意識づける取組の推進
➣防災教育の充実

＜凌ぐ施策＞多様な媒体や機会を利用した周知の推進
➣多様な媒体や機会を活用し周知の推進
➣移転を望まない住民に対し、避難訓練等が進むよう、周知にあわせた啓発の推進

＜防ぐ施策＞災害から「いのち」「くらし」を守る施設整備
➣施設整備における重点化指標の見直し
➣優先箇所（Bランク）箇所の着手
➣各事業と連携した土砂・洪水氾濫対策検討の継続

【進捗管理】
土砂災害警戒区域のハザードマップへの掲載率100％及び、施設整備の進捗状況等の公表



基軸となる土砂災害防止法に基づく区域指定
きめ細やかな区域指定の推進
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航空写真を見比べることにより、地形改変状況を把握。

航空写真の見比べ調査
（２巡目調査実績）

衛星画像の比較調査
（新技術）

数値標高モデルの差分解析
（新技術）

概要 ２時期の航空写真を技術者が見比べ
て抽出

２時期の衛星画像を画像解析により
比較して抽出

２時期の数値標高モデルを比較して標
高差分解析により抽出

精度 地上分解能が50cmより精細 地上分解能が50cmより精細
植生の状況に左右されずに地形改変箇
所を抽出できるものの、地上分解能は
１ｍより粗い

課題と
対応 航空写真の見比べに時間を要する。 画像解析により、速やかな抽出が可能。 数値標高モデルを取得することにより、速

やかな抽出が可能。

基礎調査のフォローアップ（３巡目） （地形改変状況の把握手法の検討）

42

• 基礎調査のフォローアップ（３巡目）については、新旧の衛星画像の比較による地形改変範囲の抽出を行う。

これまでの調査における課題に対し、地形改変の抽出に必要な情報収集方法と解析手法について、新技術を踏まえ検討。
●基礎調査のフォローアップ（３巡目）における地形改変状況の把握手法の検討

●基礎調査のフォローアップ（２巡目）による調査事例

衛星画像を用いた抽出作業の効率化により、事務所別に約3年の期間を要していた航空写真の見比べ調査に対し、
精度を保ちつつ、単年度で府内一円の地形改変箇所の抽出が可能になる。

新技術を活用した地形改変状況の把握手法を検討
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基礎調査のフォローアップ（３巡目） （衛星画像による解析）

衛星画像収集

NDVI解析

既指定箇所と合成

目視による
地形改変有無の

確認
地形改変あり

重複確認

地形改変
なし

現地確認必要

現
地
調
査
不
要

地形改変の疑いの
ある範囲抽出

重複あり

重複
なし

高
精
度
な
地
形

情
報
で
判
断

●作業フロー

今後の進め方
・府内全域の土砂災害警戒区域周辺の衛星画像の収集とNDVI解析を
進め、現地調査が必要な地形改変箇所を抽出する。

・令和１１年度完了を目標に令和７年度から現地調査を開始。
・新たな危険箇所の調査と並行して効率的に調査を行う。

2019年 2023年

NDVI解析 地形改変範囲

• 基礎調査のフォローアップ（３巡目）については、光学衛星画像を使用したNDVI解析と目視により地形改変
箇所を抽出し、地形改変が認められた箇所について現地調査を行う

土砂災害警戒区域の周辺の
1,200㎢を対象に、２時期の
衛星画像を収集する。

植生の被覆状況の変化から、
地形改変範囲を確認する。

NDVI解析にて抽出された範
囲を地形改変の疑いのある範
囲とする。

2時期の衛星画像を目視確
認し、地形改変範囲の確実
性を高める。

地形改変範囲と重複する既
指定箇所は現地確認の必要
ありと判断。GIS上で処理。

© Copernicus Sentinel data [2019-2023]

既指定箇所と合成

土砂災害警戒区域

地形改変範囲

※添付画像は解像度10ｍ
実作業は0.5mで行う。

地形改変範囲と区域が重複
↓

現地調査必要

土砂災害
特別警戒区域



高精度な地形情報を用いた基礎調査
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• 高精度な地形情報を用いて、急傾斜地の崩壊及び土石流の発生のおそれのある箇所の抽出を令和３年より順
次、実施。

●急傾斜地の崩壊のおそれのある箇所の抽出

航空写真測量による抽出
⇒傾斜度30度未満 ☞調査の対象外

航空レーザー測量による抽出
⇒傾斜度30度以上 ☞調査の対象

高精度な地形情報を
基に抽出

急傾斜地の基準：がけ高さ5ｍ以上 傾斜度30度以上

●土石流のおそれのある箇所の抽出
1/25000地形図による抽出（過年度） 航空レーザー測量成果による抽出 拡大

これまで1/25000の図面では、1次谷を抽出
できなかったが、航空レーザー測量成果では
明瞭な谷地形（1次谷）が確認できる



高精度な地形情報を用いた基礎調査
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• 高精度な地形情報により、新たに４千箇所を超えるの急傾斜地及び土石流危険渓流が調査対象となる見込み。
• 区域指定によるリスク周知には時間を要するため、令和６年度末までに調査予定箇所として公表を行う。

●高精度な地形情報により抽出された調査予定箇所の公表イメージ

【凡例】
土石流の発生のおそれのある渓流

がけ崩れの発生のおそれのある箇所

土砂災害警戒区域（指定済）

土砂災害特別警戒区域（指定済）

土石流の発生のおそれのある渓流

は土石流の発生
源である を示してお
り、現地調査の結果、区域
指定がされる場合には、

が指定され
ます。

は急傾斜地であ
る を示しており、現
地調査の結果、区域指定
がされる場合には、

が指定され
ます。

土石流の発生のおそれのある渓流

がけ崩れの発生（急傾斜地の崩壊）のおそれのある箇所

（急傾斜地の崩壊）

本公表イメージや調査予定箇所は、検討中のものであり実際に公表する際には変更となる場合があります



土砂災害防止法に基づく基礎調査の今後の進め方
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• 基礎調査の今後の進め方については、地形判読の手法を高度化し、危険箇所の周知を継続していく。
• 具体的には、衛星画像により地形改変状況を把握する基礎調査のフォローアップと並行し、高精度な地形情
報により抽出された新たな危険箇所の調査を実施していく。

取 組 施 策 課題等 今後の進め方

〈
基
軸
〉
基
礎
調
査

・基礎調査のフォローアップ（３巡目）

・令和７年度から実施予定である基礎
調査のフォローアップ（３巡目）につい
ては、地形改変箇所を速やかに府民へ
周知するために、近年の技術的進歩を
踏まえた効率的な調査手法の検討

・衛星画像と画像解析技術を活用し、効
率的に既指定箇所周辺の地形改変箇
所を抽出することで、従来の新旧の航空
写真の見比べから大幅に抽出に必要な
期間を短縮できるため、積極的に活用す
る。また今後も技術革新が進むことから、
今後のフォローアップ調査についても、積
極的に新技術を活用するとともに近年の
災害等を踏まえた新たな区域設定手法
等、全国的に統一された場合には速やか
に再検討する。

・高精度な地形情報を用いた新たな土砂
災害が発生するおそれのある箇所の調査

・令和元年東日本台風等において、土
砂災害警戒区域外で土砂災害が発生
し、人的被害が発生したことなどを受け、
既存の調査では抽出できなかった危険
箇所の調査、区域指定

・土砂災害防止法に基づく土砂災害防
止対策基本指針の変更による高精度な
地形情報を用いた基礎調査については、
急傾斜地に加え、土石流危険渓流につ
いても抽出を行い、指定を進める。また、
調査完了には相当の時間を要すると考え
られ、土砂災害の約２割は土砂災害警
戒区域外で発生しているとの国のデータも
あることから、速やかに調査予定箇所を事
前公表しリスク周知を行う。



逃げる施策
避難につながる土砂災害の自分事化

47



避難の実効性の向上につなげる取組（防災情報の周知）
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• 府民がいつでも防災情報が確認できるよう、各種防災情報のプッシュ通知や土砂災害警戒区域等の位置を確認
できる大阪防災アプリを令和６年１月にリリースした。引き続き、使い方動画の作成など、普及に努めていく。

• 大阪府の河川防災情報においても土砂災害警戒区域等や危険度情報の公開を開始し、各種イベントで使用方法
がわかるように実演を行っている。

市町村の総合防災演習による防災情報の取得の実演

●様々な媒体による土砂災害に関する情報の周知

大阪の河川防災情報での土砂災害警戒区域等の公開

大阪防災アプリでの土砂災害警戒区域等の公開



避難の実効性の向上につなげる取組（地域間の連携）

49

• 大阪府総合土砂災害対策推進連絡会において、市町村の警戒避難に関する好事例の共有を行い、市町村や地域
が行う取組みを支援している。引き続き、情報共有の充実を図りつつ、様々な地域間でも情報共有ができるよ
う検討を行っていく。

防災ワークショップ（R5.9~12月）防災講演会（R5.6）

防災訓練支援（R6.1）

・大阪府北部地震で被災した経験と教訓を
今後に活かす

・自助・共助の重要性の再確認
・高槻市との共催

・自治会役員や福祉・学校関係者、警察（駐在）
などが参加

・顔の見える関係の構築、災害時の課題を共有
・コミュニティタイムライン（土砂災害）等の
作成支援を実施

・地域主催の防災訓練に協力
・経験豊富な災害ボランティアを動員
・実践的な訓練を実施

（ブルーシートを屋根に覆う方法など）

高槻市市民防災協議会の取組 ＜市民防災協議会R５年３月発足＞
…更なる地域防災力の向上を図ることを目的とした市民団体

・市との協働により、各種防災施策や人材育成手法を検討
・各地区の防災活動の支援により、各種機関・団体と連携した 防災
活動を推進

視察研修（R6.2）

・視察先：岡山県倉敷市真備町
・現地で活躍する防災リーダー等による

復旧・復興に向けた災害に強いまちづくり
の取組みを視察

＜地域防災の課題＞
・地域防災への関心が低い
・担い手不足
・団体間の連携の難しさ
・訓練やマニュアル作成のノウハウがない

・災害時のリスクの確認や避難場所の確認
・市営バス（避難者輸送）の確認
・樫田地区全体の避難ルールの作成に加え、
各地区別に「かしだ安心カード」を作成

地域防災力向上に向けた取組について 高槻市

■防災教育（マイタイムライン作成会）の実施

[中高一貫校防災授業]
大阪青凌中学校及び同高等学校合同で1年生を対象に防災
授業として、マイタイムライン作成会に取り組みました。
班ごとにブレインストーミングの手法で、各ステージごと
に一般的に取り組むべきこと、自分たちに出来ることについ
て付箋に書き出し、班ごとに1点を発表する形式で行いまし
た。

[避難情報等周知の取組]
家屋のサッシの高性能化などにより防災無線による周知効果
が見込めないことから多彩な避難情報周知方法を採用し、その
ことの周知に取り組んだ。特にデジタル媒体になじみのない高
齢者向けに防災無線放送を聞くことができるダイヤルの無料化
を行い、そのダイヤルの周知のために啓発マグネットを作成し
た。

ブレインストーミングの様子

全体の様子

防災情報取得方法のマグネット

■多彩な防災情報の発出

防災教育、多彩な防災情報の発出 島本町

山間部土砂災害対応拠点を中心に関係機関等と連携することで、本市の防災体制の強化を
図るとともに、令和４年度に作成した「地域版土砂災害ハザードマップ」を活用し、地域の皆さま
に居住地の災害リスクの確認や避難先、避難行動を考え・行動していただける機会を設け、地
域住民の防災意識の向上に資する。

◆目的

・令和５年６月24日（土）
午前９時～10時30分実施
・参加者：計416人
（市職員・地域住民）
・山間部土砂災害対応拠点を
中心とした関係機関は、気象
警報発表や避難情報発令等、
対応フェーズを段階的に上げた
災害対応業務（被害状況の
把握、避難所開設等）を実施。
・地域住民は、地域版土砂災害
ハザードマップを見ながら避難経
路等の確認や地域の一時避難
場所へ避難等、発災時の一連
の流れを実施。

◆内容等
《訓練の様子》

山間部土砂災害対応訓練について 茨木市
毎年５月に各地域の市町村ごとに、好事例の共有を実施

（三島地域の事例）

＜市町村の声＞
過去の災害対応を経験した職員が減少し、ノウハウの継承

が不安

災害を経験した自治体との意見交換の場の設定を検討

市町村、地域が行う取組みを支援



避難の実効性の向上につなげる取組（日常生活の中でのリスク周知）
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• 地域の土砂災害のリスク情報について、理解を深め、避難行動に移れるよう地区単位のハザードマップやコ
ミュニティタイムラインの作成ワークショップを通じてリスクの周知をしてきた。

• さらに、府民が日常生活の中で平時から土砂災害を意識し、自分事と捉えられるようにハザードマップ等の現
地表示等を市町村とともに行っており、引き続き、市町村と連携して取組んでいく。

リスク情報の現地表示の例

土石流危険渓流の現地表示（河内長野市） 土砂災害警戒区域の現地表示（箕面市）ハザードマップの現地表示（柏原市）

出典：（国土交通省HP）土砂災害防止対策推進検討会（第１回）
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_dosyasaigaitaisaku/202406/05shiryo.pdf

国の土砂災害リスク情報整備事業やVR等新技術を活
用し、市町村とともに土砂災害を平時から意識できる取
組を実施

●様々な媒体による土砂災害に関する情報の周知



避難の実効性の向上につなげる取組（民間事業者との連携）
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• 枚方市では、鉄道事業者との連携により、駅の異常時情報ディスプレイを活用し、防災啓発を実施している。
• 通勤通学時に鉄道の運休情報が確認できる大阪防災アプリの普及啓発にあわせた土砂災害の啓発表示等、府民
の生活の身近な情報と一体となった啓発についても、今後事業者と調整していく。

啓発イメージ

●様々な媒体による土砂災害に関する情報の周知

６月は土砂災害防止月間！

JR津田駅 JR藤阪駅

JR長尾駅

・土砂災害警戒区域を有する市町
村の沿線において、通勤通学の際
に啓発できるよう、鉄道事業者やバ
ス事業者等と協議を行っていく

※写真提供 枚方市危機管理部

大阪防災アプリでは
土砂災害の危険な地
域の確認に加え、鉄
道の運休情報も確認
できます！



避難の実効性の向上につなげる取組
（土砂災害に対する防災リテラシー（土砂災害を理解し、自ら判断して避難行動をとる力）の向上（防災教育の充実））

52

• 土砂災害発生箇所における土砂災害警戒区域の指定状況は約８割であり、土砂災害警戒区域外でも起こる土砂
災害の危険性について、周知していく。

• 土砂災害警戒情報については、適中率は約５％と低いものの土砂災害の捕捉率は非常に高いという特性を正し
く周知していく。

出典：（気象庁HP）「防災気象情報に関する検討会」サブワーキンググループ（第2回）資料
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/bousaikishoujouhou/swg2/R050116_shiryou.pdf

土砂災害警戒区域外での
土砂災害のうち基礎調査の
対象箇所となる土砂災害は
約１割

土砂災害警戒区域外でも
起こる土砂災害の危険性に
ついて周知するとともに、高精
度な地形情報による基礎調
査についての理解を得ていく

◆土砂災害警戒区域の周知

土砂災害警戒情報の発表精度の向上に加え、土砂災害
警戒情報の特性を正しくわかりやすく周知していく

出典：（国土交通省HP）土砂災害防止対策推進検討会（第１回）
https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_dosyasaigaitaisaku/202406/05shiryo.pdf

◆土砂災害警戒情報の周知



避難の実効性の向上につなげる取組（市町村等への支援）
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• 府民一人ひとりの避難につながるようコミュニティタイムラインの作成支援を実施。引き続き、ワークショッ
プへの講師派遣や訓練ツールの提供など市町村や住民等に対し、地域での避難体制づくりの支援を行っていく。

◆市町村への支援

コミュニティタイムラインの作成支援（柏原市） 砂防ボランティアと連携したコミュニティタイムラインの
作成支援（河内長野市）

コミュニティタイムラインの作成（まちあるき）支援（岬町） コミュニティタイムラインの手引きや訓練サポート動画の公開



避難行動を促す情報提供（CLの見直し）

54

• 大阪府では、平成30年２月より現在の土砂災害発生危険基準線（CL）を運用。運用開始より５年が経過したこ
とから、蓄積したデータを踏まえ、CLの見直しを行う。

◆大阪府の土砂災害発生危険基準線の運用経過

平成18年９月
土砂災害警戒情報に関する検討委員会による手法

（ＡＮＤ方式）による運用を開始
➢ 都道府県砂防部局の持つ二種類の実効雨量による警戒避

難基準雨量と、気象庁の土壌雨量指数を用いた判定手法

平成30年２月
国土交通省砂防部と気象庁予報部の連携による手法

（連携案方式）による基準の見直し
➢ レーダー解析雨量による６０分間積算雨量と土壌雨量指数

を用いた判定手法

令和６年度
連携案方式による運用から概ね５年が経過したことによる基準の見直し

令和元年6月
5kmメッシュ表示から1kmメッシュ表示へ高解像度化を実施

➢ 5kmCLを補正して1kmメッシュで表示



避難行動を促す情報提供（現行CLの検証）
• 現行CLの運用期間中に発生した土砂災害資料を収集し、災害発生の空振り及び見逃しについて検証を実施。

●検証対象

※1：平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震の影響により、土砂災害警戒情報の基準引き下げを実施（H30.6.18～H31.3.12）
７割基準（震度6弱）：箕面市、高槻市、茨木市、枚方市
８割基準（震度5強）：豊中市、島本町、吹田市、交野市、寝屋川市

発表年月日 土砂災害収集
（全体）

降雨が起因と
認められる災害 暫定基準時の災害※１ CL対象災害

平成30年2月～令和5年11月 93件 67件 8件 17件
〔土石流：6件 がけ崩れ：11件〕

CL対象災害とは※2

「土石流」および「集中的に発生するがけ崩れ」とし、「集中的に発生するがけ崩れ」
とは、土壌雨量指数が一定以上となった場合に、一連の降雨のピーク付近で、ある
一定の範囲で発生する崩壊としている。
※2：国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警戒避難基準雨量の設定手法（平成17年6
月）による

●検証に用いたCL対象災害位置図

55



避難行動を促す情報提供（現行CLの検証）

56

• 現行CLによる災害捕捉率は87.5％（=7/8）で、災害見逃し率は12.5%（=1/8）であった。災害空振り率は高い
地域が多く、100%の地域もあった。

●実況雨量による災害捕捉率と災害見逃し率

●実況雨量による災害空振り率

災害捕捉率 降雨数 % = 実況雨量によるCL超過後にCL対象災害が発生した一連の降雨数CL対象災害の発生した一連の降雨数 × 100

災害空振り率(%) = 実況雨量によりCL超過した一連の降雨におけるCL対象災害非発生降雨数
実況雨量によりCLを超過した一連の降雨数 × 100

災害見逃し率 % = 100 −災害捕捉率 降雨数 %

検証時の条件
・降雨イベント毎に市町村単位での災害捕捉率、災害見逃し率、災害空振り率を算出。
・同一市町村で実況CLの超過が見られなかったCL対象災害を見逃し事例としている。
・大阪府北部地震の影響のあった期間・地域は除外している。
（平成30年6月18日～平成31年3月12日：９市町）

※－は土砂災害警戒情報未発表

平成30年
(2018年)

令和元年
(2019年)

令和2年
(2020年)

令和3年
(2021年)

令和4年
(2022年)

令和5年
(2023年)

大阪府
6年間通算

20 0 8 10 6 11 55

CL対象災害発生数 4 0 0 0 0 3 7

災害発生率 20.0% - 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 12.7%

災害捕捉率 100.0% - - - - 75.0% 87.5%

CL対象災害発生数 0 0 0 0 0 1 1

災害見逃し率 0.0% - - - - 25.0% 12.5%

実況でCLを超過した総数

実況でCLを超過時

実況でCLを未超過時

市町村 空振り率 市町村 空振り率
豊中市 - 富田林市 100

池田市 80 河内長野市 50

吹田市 - 羽曳野市 100

高槻市 100 大阪狭山市 100

茨木市 100 太子町 -

箕面市 100 河南町 100

島本町 100 千早赤阪村 0

豊能町 83.3 堺市 100

能勢町 75 岸和田市 100

枚方市 - 貝塚市 100

八尾市 - 泉佐野市 100

寝屋川市 100 和泉市 100

大東市 100 泉南市 100

柏原市 - 阪南市 100

東大阪市 - 熊取町 100

四條畷市 100 田尻町 -

交野市 100 岬町 50



避難行動を促す情報提供（CLの改定）
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• これまで蓄積された降雨及び土砂災害のデータと最新の基準をもとにCLの設定を行う。

◆CLの改定

項目 現行CL 改定CL案

CL設定基準
国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部
の連携による土砂災害警戒避難基準雨量
の設定手法（平成17年6月）

土砂災害警戒情報の基準設定及び検証の
考え方（令和5年3月）（以降、新基準）

降雨
データ

期間 平成7年（1995年）1月～
平成28年（2016年）3月

平成7年(1995年)1月～
令和5年（2023年）11月

解析雨量 5kmメッシュ値 1kmメッシュ値

土壌雨量指数 5kmメッシュ値 1kmメッシュ値

応答
曲面

設定単位 5kmメッシュ単位 1kmメッシュ単位

パラメータ 旧推奨値 新推奨値（H29.11～）

等RBFN出力値間隔 0.1～0.9（0.1刻み） 0.05～0.95（0.05刻み）

CL対象災害 平成7年（1995年）1月～
平成28年（2016年）3月の38件

平成7年(1995年)1月～
令和5年（2023年）11月の65件

CL
設定

設定単位 市町村単位 1kmメッシュ単位

災害発生メッシュ 災害捕捉 災害捕捉

災害非発生メッシュ 土木事務所単位で最も低い値で設定 降雨履歴第２位を捕捉するRBFN値

土壌雨量指数の下限値 CLのｘ切片値とＣＬ対象災害発生時の土
壌雨量指数の割合で府内一律70％で設定

CLのｘ切片値とＣＬ対象災害発生時の土
壌雨量指数の割合で府内一律72％で設定

除外メッシュ
以下に該当しないメッシュを除外
土砂災害警戒区域、傾斜角30°以上、市

町村が必要とするメッシュ

以下に該当しないメッシュを除外
土砂災害警戒区域、傾斜角30°以上、市

町村が必要とするメッシュ



避難行動を促す情報提供（CL設定の1kmメッシュ化）
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• 令和３年６月にCL設定基準が改正され、土砂災害警戒情報の発表基準を1kmメッシュ単位とすることとされた。
• 現在、大阪府では5kmメッシュ単位で設定したCLを1kmメッシュに補正し使用している。 1kmメッシュ単位でCL
を設定することにより、市町村内のどこで土砂災害の危険性が高まっているかをより詳細に把握できる。

図 大阪府内における5kmメッシュ（64メッシュ） 図 大阪府内における1kmメッシュ
（1099メッシュ+除外メッシュ 786メッシュ）
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避難行動を促す情報提供（使用する降雨データ）
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• 応答曲面の作成にあたっては、降雨資料の収集期間を10年以上を原則としている。1kmメッシュ解析雨量は
2006年から提供されており、約17年間の蓄積がある一方、大阪府では土砂災害の発生件数が少なく2006年以降
の降雨資料のみ用いた場合、過去の経験をCLに反映できない可能性がある。

• 降雨経験の取りこぼしを防ぐ観点から、2006年以前の降雨（5kmまたは2.5kmメッシュ解析雨量）用いることが
できるとされているため、過去の土砂災害を踏まえたCLの設定ができるよう検討する。

◆CL対象災害の発生件数と雨量資料のメッシュサイズ

5kmメッシュ 2.5㎞ﾒｯｼｭ 1kmメッシュ

5kmメッシュ 1kmメッシュ

解析雨量の
メッシュサイズ

土壌雨量指数の
メッシュサイズ

2006年以降のデータ
を使うと45件2006年以前のデータ

も使うと65件

8



避難行動を促す情報提供（CL対象災害）
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• CL対象災害の選定にあたっては、「土石流」及び「同時多発的ながけ崩れ」を対象とし、1995年以降の土砂災
害のデータの整理を行った。

◆CL対象災害の定義
土石流 ：被害や多発状況に関わらず対象とする
がけ崩れ：一連の降雨のピーク付近で複数発生するという時間的な集中度合とある一定の範囲で複数発生する空間的な

集中度合を考慮して対象とする

図 同時多発的ながけ崩れの選定例
(「土砂災害警戒情報の基準設定および検証の考え方」から引用)

がけ崩れにおける同時多発の条件
• 災害発生時刻が同時刻
• 周辺5km内に複数の災害が発生



避難行動を促す情報提供（CL対象災害）
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• 以下の選定フローに従い、CL対象災害の選定を行った結果、65件がCL対象災害として選定された。

図 CL対象災害の選定フロー 図 CL対象災害位置図

がけ崩れ
土石流



避難行動を促す情報提供（応答曲面の設定手法）
• 応答曲面は、1kmごとに全降雨データ（平成7（1995）年1月～令和5（2023）年11月）を用いて作成する。
• 各メッシュについて、RBFNを用いて、全ての降雨データに基づく曲面（＝応答曲面）を設定した。
• 計算にあたっては、近年の降雨特性を踏まえ平成29年11月より使用することとなったパラメータ（新推奨値）
を用いて設定を行う。

62

◆応答曲面の設定（3次元の表示）

パラメータ名 旧推奨値
（プログラムデフォルト値）

新推奨値
（2017.11.6～）

グリッド間隔X軸 5 5

グリッド間隔Y軸 1 1

半径X軸 75 145

半径Y軸 15 80

正則化パラメータ
λmax 500 10,000

正則化パラメータ
λmin 1 1

◆応答曲面の設定（2次元の表示）
新推奨値による設定

（参考）旧推奨値による設定

RBFN：Radial Basis Function Network



避難行動を促す情報提供（災害発生メッシュにおけるCLの改定）

63

• 災害発生メッシュについては、全CL対象災害を捕捉可能なRBFN出力値を設定した。
• また、CL対象災害が発生したメッシュを中心とした周辺8メッシュも災害発生メッシュとした。

◆応答曲面の作成

◆CL対象災害発生メッシュの拡張

【CLの検討に使用する時刻について】
（災害発生時刻が判明している場合）
・CL対象災害の発生時刻を正時に近似し、かつスネークラインが減少
傾向に転じた際に土砂災害が発生しているケースは、RBFN値が最小
値となる時刻とする（図1）
（災害発生時刻が不明な場合）
・降雨期間内のピーク雨量が明瞭な場合は、当該時刻を使用する。
不明瞭な場合はRBFNが値が極端に大きくならないように、土壌雨量
指数が最大となる時刻を使用する（図2）。

0.80

0.40

図2 60分雨量のピーク後に発生する事例
図2 ピーク雨量が不明瞭な場合

土壌雨量指数最大
時刻を使用する

図1 RBFN最小時刻を採用する場合



避難行動を促す情報提供（災害発生メッシュにおけるCLの改定）
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• 災害発生メッシュにおけるRBFN値は、府内全体で平均値0.64、中央値0.65であった。
• またRBFN値の履歴順位は、府内全体で平均値3.23位、中央値2.00位であった。

◆災害発生メッシュにおけるRBFN値の設定結果

災害発生メッシュにおける履歴順位の分布

事務所 データ
数

平均
値

中央
値

池田 72 2.68 2.00

茨木 17 2.94 2.00

枚方 38 3.89 3.00

八尾 12 1.00 1.00

富田林 111 4.03 3.00

鳳 36 4.08 3.00

岸和田 42 1.45 1.00

事務所 データ
数

平均
値

中央
値

池田 72 0.62 0.60

茨木 17 0.73 0.65

枚方 38 0.70 0.65

八尾 12 0.65 0.65

富田林 111 0.63 0.55

鳳 36 0.68 0.75

岸和田 42 0.61 0.65

災害発生メッシュにおけるRBFN値の頻度分布

災害発生メッシュにおけるRBFN値の分布

平均値0.64、中央値0.65

平均値3.23、中央値2.00

災害発生メッシュにおける履歴順位の分布

◆災害発生メッシュにおけるRBFN値の履歴順位

RBFN値



設定案 案①：各市町村の中央値 案②：各土木事務所の代表値（中央値） 案③：大阪府全体（履歴２位）

履歴順位
■ 1位
■ 2位
■ 3位
■ 4位
■ 5位
■ 9位

発表頻度 ○やや少ない
（平均0.47回/年）

△やや多い
（平均0.49回/年）

△やや多い
（平均0.49回/年）

運用上の
配慮事項等

• 市町村ごとの地域特性が反映されるが、
市町村間の履歴順位差の影響を受け
やすい。

• 市町村によってCL対象災害の件数にば
らつきがあり、災害の少ない市町村の
RBFN値は代表性が低い。また、履歴
１位のRBFN値（１点のプロット）を用
いることで、災害を見逃す可能性がある。

• 土木事務所間の履歴順位差の影響を
受けやすい。

• 案①と比べて災害発生件数のばらつき
は解消されるが、履歴１位のRBFN値
（１点のプロット）を用いることで、災害
を見逃す可能性がある。

• 市町村間、土木事務所間の履歴順位
差の影響を受けづらい。

• 履歴２位のRBFN値を使用することで
将来的な災害の見逃し予防が期待でき
る。

評価 △ ○ ◎（採用）

避難行動を促す情報提供（災害非発生メッシュにおけるCLの改定）

65

• 災害発生メッシュのRBFN値の履歴をもとに、災害非発生メッシュに適用するRBFN値を選定した。
• 各市町村、事務所単位の検討にあたっては、地域内の災害発生メッシュのRBFN値の代表値として中央値、大阪
府全域については、将来的な災害の見逃し予防の観点から履歴２位を捕捉するRBFN値で検討した。

• 検討の結果、発表頻度はやや多いものの地域間の影響を受けづらい、大阪府全域で履歴２位を捕捉するRBFN値
で設定することとした。履歴順位２位は大阪府全体の災害発生メッシュにおけるRBFN値の中央値と同値であり
妥当であると判断した。



避難行動を促す情報提供（土壌雨量指数の下限値）

66

• 先行降雨のほとんどない夕立等で空振りが頻発することが予想されることから、空振りを回避するために、土
壌雨量指数の下限値を設定してCLの補正を行う。

• 設定にあたっては、適中率の向上や発表頻度の低減の観点から災害捕捉率が極端に低下しない範囲で検討する。

100％
下限値（○％）

地域によっては図(a)の斜線（ ）で示す領域（先行降雨のほとんどない夕立等）で空振りが頻発することも予想される。それらの空振りを回避するために、短時間強
雨により発生したと考えられる対象災害の発生降雨・非発生降雨のスネークラインの傾向や関係等を参考に、土砂災害発生に対するCL非超過領域とCL超過領域を区
分する境界線として、土壌雨量指数の下限値を設定する。土壌雨量指数に下限値を設定した場合、土壌雨量指数の下限値となる点から左側にある線をy軸と平行にな
るように右図（ｂ）のように上向きに折り曲げる。

（参考）土壌雨量指数の下限値

未経験の領域もある
ため、情報発信にあ
たっては留意



下限値
設定案 現行CL 案①：土木事務所ごとに設定 案②：大阪府全体で一律

下限値 70% 68%～90% 72%

設定時の
災害捕捉 ◎八尾の事例以外は捕捉 ◎全事例を捕捉 ◎八尾の事例以外は捕捉

発表頻度

△やや多い
（平均0.25回/年）

◎少ない
（平均0.21回/年）

○やや少ない
（平均0.23回/年）

• 市町村ごとの地域特性が
反映されているため、発表
頻度が少ない。

• 土木事務所ごとにCL対
象災害件数にばらつきが
あり、災害の少ない土木
事務所の結果は代表性
が低い。

• 事務所間での下限値の
差の影響を受けやすい

• 案①と比べて災害発生
件数のばらつきは解消さ
れる。

• 発表頻度は案①に比べ
やや多い。

• 現行CLの下限値の設定
手法と齟齬はない。

評価 〇 ◎（採用）

避難行動を促す情報提供（土壌雨量指数の下限値）

67

• 土壌雨量指数の下限値設定については、災害発生件数のばらつきや過去の災害の状況を踏まえ、大阪府全体で
一律で下限値を72％設定することとした。

下限値
■ 85％～90％
■ 75％～84％
■ 65％～74％

下限値の差が
大きい

下限値の差が
大きい

土木事務所毎の下限値の分布



避難行動を促す情報提供（CLの改定結果）

68

• 土壌雨量指数の下限値は、大阪府全体で一律72%として、CLを決定した。今後も降雨の変化や新たな知見によ
る基準等の見直しに対応できるようCLを定期的に見直す。

発表頻度(回/年)

現行CL 採用案

全
市
町
村

最小値 0 0.07

平均値 0.25 0.23

最大値 0.52 0.55

空振り頻度(回/年)

現行CL 採用案

全
市
町
村

最小値 0 0.03

平均値 0.22 0.20

最大値 0.48 0.52

現行CL 採用案 現行CL 採用案 現行CL 採用案
大阪市 － － － － － － CL対象外
豊中市 － － 0.24 0.14 0.24 0.14
池田市 100 100 0.24 0.17 0.21 0.14
箕面市 100 100 0.41 0.24 0.31 0.14
能勢町 100 100 0.38 0.31 0.34 0.28
豊能町 100 100 0.41 0.34 0.31 0.24
吹田市 － － 0.21 0.14 0.21 0.14
高槻市 100 100 0.28 0.28 0.24 0.24
茨木市 100 100 0.52 0.55 0.48 0.52
摂津市 － － － － － － CL対象外
島本町 － － 0.10 0.17 0.10 0.17
守口市 － － － － － － CL対象外
枚方市 100 100 0.28 0.24 0.24 0.21
寝屋川市 － － 0.21 0.10 0.21 0.10
大東市 100 100 0.28 0.41 0.24 0.38
門真市 － － － － － － CL対象外
四條畷市 100 100 0.34 0.41 0.31 0.38
交野市 100 100 0.24 0.24 0.21 0.21
八尾市 0 0 0.00 0.07 0.00 0.03
柏原市 － － 0.00 0.14 0.00 0.14
東大阪市 － － 0.14 0.21 0.14 0.21
富田林市 100 100 0.21 0.24 0.17 0.21
河内長野市 100 100 0.45 0.45 0.28 0.28
松原市 － － － － － － CL対象外
羽曳野市 － － 0.17 0.10 0.17 0.10
藤井寺市 － － － － － － CL対象外
大阪狭山市 100 100 0.17 0.14 0.14 0.10
太子町 － － 0.14 0.14 0.14 0.14
河南町 100 100 0.24 0.14 0.21 0.10
千早赤阪村 100 100 0.45 0.31 0.31 0.17
堺市 － － 0.31 0.34 0.31 0.34
泉大津市 － － － － － － CL対象外
和泉市 100 100 0.45 0.41 0.31 0.28
高石市 － － － － － － CL対象外
忠岡町 － － － － － － CL対象外
岸和田市 100 100 0.31 0.28 0.28 0.24
貝塚市 － － 0.28 0.21 0.28 0.21
泉佐野市 100 100 0.28 0.17 0.24 0.14
泉南市 － － 0.21 0.21 0.21 0.21
阪南市 － － 0.14 0.14 0.14 0.14
熊取町 － － 0.21 0.17 0.21 0.17
田尻町 － － 0.07 0.07 0.07 0.07
岬町 100 100 0.28 0.24 0.21 0.17

八
尾
土
木

富
田
林
土
木

鳳
土
木

岸
和
田
土
木

捕捉率(%) 発表頻度(回/年) 空振り頻度(回/年) 備考

池
田
土
木
茨
木
土
木

枚
方
土
木

※赤字は発表頻度及び空振り頻度が現行CL以下の値。



避難行動を促す情報提供（除外・判定メッシュ）
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• 最終的に除外784メッシュ、判定1,101メッシュとなった。新たに判定となったメッシュは11メッシュ、除外と
なったメッシュは9メッシュとなった。

●判定・除外メッシュ
■判定メッシュ
■除外メッシュ
□新規判定メッシュ
□新規除外メッシュ



避難行動を促す情報提供（わかりやすい情報提供）

70

• 土砂災害の防災情報のホームページについて、河川防災情報とホームページの構成を統一するとともにスマー
トフォン機能の活用等、市町村や府民にわかりやすい情報へ更新していく。

• また現在、国では防災気象情報の体系整理を行っており、大阪府においても今後速やかに対応していく。
●ホームページの構成統一

大阪府 河川防災情報

大阪府 土砂災害の防災情報

ホームページを
一本化

ホームページの構成統一イメージ

●防災気象情報の体系整理への対応（案）

出典：防災気象情報の体系整理と最適な活用に向けて（報告書概要）より一部抜粋
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001256.html

土砂災害発生
危険基準線

土砂災害特別警報
（今後対応）

既往最大降雨
（今後更新）

新たな防災気象情報への対応案

スマートフォンの位置情報
によるリスク表示



「逃げる施策」の今後の進め方
• 逃げる施策として、地区単位のハザードマップの作成を推進するとともに、避難確保計画、個別避難計画、
市町村や地域単位のタイムラインの作成等の地域での避難体制づくりの支援を継続して実施。さらに訓練等
の実施による実効性の向上が必要であるため、土砂災害を自分事と捉えられる取組を市町村とともに行って
いく。

• 最新の降雨や災害情報をもとに土砂災害警戒情報の精度を上げるとともに、ホームページの改修等、さらに
わかりやすい情報提供の推進を図る。

取
組 施 策 課題等 今後の進め方

逃
げ
る

避難の実効性の
向上につなげる取
組

・地区単位のハザードマップによりリスク
周知が進んだことや、避難確保計画の
作成率は全国平均約89％に比べ高
い一方で避難の実効性向上に向けた
訓練等の実施状況が低く、避難の実
効性向上につながっていない

・市町村や地区単位のハザードマップの作成、及び避難確保計画、個別
避難計画、市町村や地域のタイムラインの作成等の地域での避難体制
づくりの支援を引き続き、実施する。
・各地域での有効な取り組み事例の共有の充実を図り、府民へ浸透さ
せる。
・土砂災害を自分事とするために、府民の日常生活の中で、土砂災害
を意識づける取組について民間事業者との連携も含め行う。
・正しい情報を周知できるよう市町村や府民に対し土砂災害に対する防
災リテラシー（土砂災害を理解し、自ら判断して避難行動をとる力）の
向上を図る（防災教育の充実）

避難行動を促す
情報提供

・現行のCL運用から約５年が経過し、
その間、平成29年台風第21号や平
成30年７月豪雨などにより記録的な
降雨や多数の土砂災害が発生し、新
たに降雨情報や災害情報が蓄積され
た。また、CLの設定基準についても改
定されたことから、最新の知見によるCL
の見直し

・過去の土砂災害の経験も反映できるよう、長期間の降雨情報をもとに
CLを検討する。
・災害発生メッシュでは、災害を捕捉できるよう、災害非発生メッシュでは、
将来的な災害の見逃しがないよう、降雨履歴を考慮してCLを検討する。
また、CLには未経験の領域も含まれているため、土砂災害の発生予測を
100％カバーできないことを念頭に情報発信を行う。
・今後、気候変動による降雨量の変化によりCL超過回数が増加すること
が国の検討結果でも示されており、降雨の変化や新たな知見による基
準等の見直しに対応できるようCLを定期的に見直す。
・避難に資する情報となる土砂災害の危険度情報については、スマート
フォンの機能の活用等、市町村や府民にわかりやい情報提供の推進を
図る。
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凌ぐ施策
多様な媒体や機会を利用した周知
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土砂災害特別警戒区域内からの移転・補強補助制度
• 移転・補強制度について、これまでの周知を継続するとともに、多機関と連携した周知やターゲットを絞っ
た周知手法について検討。

• 移転制度の拡充の効果について、今後検証していく。
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◆移転制度の周知

大東市リーフレット 枚方市リーフレット 河内長野市リーフレット

令和６年度実績
23市町村 計3600部を配布や配架

移転制度の拡充に伴い、リーフレットを刷新

◆多機関と連携した周知

特別警戒区域内の属性の把握状況（自治体数）
①住宅の戸数 ：23
②各住宅の位置 ：24
③各住宅の建築時期 ：2
④各住宅の構造 ：1
⑤各住宅の世帯数 ：4
⑥各住宅の居住者の年齢層 ：2

各住宅の戸数や位置については概ね把握できているが、建築時期や建
物構造、年齢層までは把握できていない。

・不動産関連団体及び民生委員への周知を実施
・大阪総合行政ポータル「my door OSAKA(マイド・ア・おおさか)」を活用した周知
・土砂災害防止月間中の啓発にあわせた、民間事業者との連携した周知の検討

引き続き、移転制度の拡充の効果検証を
するとともに土地の愛着など心理的要因に
より移転を望まない方に対し、土砂災害の
啓発ができるよう、リーフレットを改良し、市
町村と連携した周知をしていく。

・市町村と周知方法について、継続して意見交換を実施
するとともに他事例等の研究を実施

◆ターゲットを絞った周知手法の検討

・多機関と連携した周知を実施



まちづくりとの連携（土砂災害対策の重点化指標への反映）

74

• 令和２年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画に居住エリアの安全性を強化する防災指針を策定
することとされた。本制度にあわせ、令和３年度より居住誘導区域内などの土砂災害対策を行う、まちづくり
連携砂防事業等が開始。

• 居住誘導区域内で行う土石流対策や急傾斜地崩壊対策事業については、防ぐ施策の優先順位をあげ、まちづく
りを支援。

■立地適正化計画 ■まちづくり連携砂防等事業

国の新たな補助事業が創設

居住誘導区域土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

防ぐ施策の重点化指標へ考慮

居住誘導区域内に点在するハザード
エリアを解消について、まちづくりの計画
に位置付けられている地域



「凌ぐ施策」の今後の進め方
• 土砂災害特別警戒区域内の家屋の移転や補強に対する補助を継続して実施。移転制度の拡充に伴う効果検証
を行うとともに、さらなる制度活用のため、制度周知にあわせた土砂災害の啓発や、多機関と連携した周知
等を行うとともに地域での避難体制づくりの支援を行う。

• 土砂災害のハザードエリアを居住誘導区域から除外することや市街化調整区域の開発行為の厳格化を図るこ
とにより、まちづくりによる誘導施策を継続して取り組んでいく。さらに、まちづくりと連携した土砂災害
対策については、防ぐ施策による重点化を行う。
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取 組 施 策 課題等 今後の進め方

凌
ぐ

移
転
・
補
強
補
助
制
度

特別警戒区域内に存在する既存住宅
の移転及び補強補助制度

・土砂災害特別警戒区域内の既
存不適格住宅に対する移転・補強
補助制度については、実績は着実
に増えているものの、さらなる制度
活用の促進の検討に加え、土地の
愛着等による移転を望まない住民
への対応

・移転・補強補助制度については、市町村と制度
活用に向けた意見交換や他事例等の研究を継
続して行い、さらなる制度活用に向け多様な媒
体や機会を活用し周知するとともに、移転等を望
まない住民に対しては、避難訓練等が進むよう
周知にあわせた啓発を行い、地域での避難体制
づくりが進むよう支援。

ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携

土砂災害リスクを踏まえた土地利用誘
導

・土砂災害警戒区域等を居住誘
導区域から除外した結果、居住誘
導区域内に点在して居住誘導区
域から除外された地域が存在して
おり、面的なまちづくりに支障がでる
おそれ

・市町村の立地適正化計画と連携し、土砂災害
警戒区域外への誘導を進めるとともに、土砂災
害警戒区域を居住誘導区域から除外することで
地域が分断するなど、まちづくりに支障を及ぼす場
合には居住誘導区域内の防ぐ施策としてのハー
ド対策の優先順位を上げて対応する。（防ぐ施
策による重点化）



防ぐ施策
災害から「いのち」「くらし」を守る施設整備
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土砂災害対策の重点化指標の見直し
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• 土石流対策については、重点化指標に基づき、最優先で対策が必要なAランク渓流から施設整備を進めてきた
が、今後の見通しがたったことから、優先度の高いBランク渓流の着手に向けた準備を進めていく。

• 急傾斜地崩壊対策については、地元から対策要望があり、最優先で対策が必要なAランクかつ受益者負担金の
同意を得られた箇所から施設整備を進めてきており、引き続き対策を行っていく。

• また、３巡目の基礎調査にあわせて、重点化指標の整理を行う。

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果より、評価したAランク渓流
96渓流

対策済 又は 対策中
74渓流

未着手
22渓流

概ね５年以内に着手
14渓流

事業反対など着手が困難
６渓流

他事業による整備
２渓流

Bランク渓流の着手に向けた準備

３巡目基礎調査でデータ整理

◆土石流対策

◆急傾斜地崩壊対策

引き続き、着手に向けた
調整を実施

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果より、評価したAランク箇所
151箇所

対策済 又は 対策中
9箇所

未着手
142箇所

土石流対策と同様、社会情勢を踏まえた
重点化評価の一部見直しを行い、３巡目
基礎調査でデータ整理を行う要望、要件を

満たせば実施

Aランク渓流の主な特徴
土砂災害警戒区域内に要配慮者

利用施設が存在

Bランク渓流の主な特徴
土砂災害警戒区域内に国道や府道などの公共施設や

多くの人家戸数が存在

近年の社会情勢を踏まえた重点化指標の一部見直し



４（高） １（低）

土砂災害対策の重点化指標の見直し （土石流対策）
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• 「災害発生の危険度」については、現行の考え方を維持する。

地形の状況①
（山腹斜面における常時湧水箇
所の有無）

常時湧水がある 2

地形の状況②
（1000㎡/1か所以上の
崩壊履歴）

大きな崩壊履歴がある 2

地形の状況③（亀裂） 新しい亀裂か滑落崖がある 3

地形の状況④（流水） 常時流水がある １
地形の状況⑤
（裸地の存在と流域面積率）

地被状況10％以上
3

地形の状況④
（谷出口の堆積状況） 有り １

項目 評価基準 評点

発生流域面積
（渓床勾配15°地点
より上流の流域面積）

5ha以上 5

3～5ha 4

3ha未満 3

平均渓床勾配
（土石流氾濫開始点）

15°以上 5

10°～15° 3

堆積土砂厚の平均
（渓床勾配10°以上での各断面
の最深堆積土砂厚）

2m以上 5

0.3～2m 3

地質の状況
（山腹斜面）

風化花崗岩（マサ） 3

崩壊土層、火山岩、風化岩、
破砕帯 2

表土層が特に発達、
第三紀・四紀層 1

４ １８ 点 以上
３ １４ ～ １７ 点
２ １０ ～ １３ 点
１ ９ 点 未満

災害発生の危険度
Ⅰ．【災害発生の危険度】

評価

但し、土石流や土砂流の発生な
ど、下流へ土砂や流木が流出する
事象が発生すれば、【災害発生の
危険度】をランク４とするものとす
る。

災害について、明確化



土砂災害対策の重点化指標の見直し （土石流対策）
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• 「災害発生時の影響」については、現行の考え方を維持しつつ、緊急交通路等を項目に追加する。

Ⅱ．【災害発生時の影響】

評価

保全人家戸数
（警戒区域内戸数）
【特別警戒区域内に保全人
家がある場合はワンランクアッ
プ】

100戸以上 10【10】
70戸～99戸 ８【10】
40戸～69戸 ６【 8】
10戸～39戸 ４【 6】
10戸未満 ２【 4】

避難所（警戒区域内） 有り ５
避難路・緊急交通路・緊急
輸送道路（警戒区域内）

有り ５

重要公共施設等
（主要道路、鉄道、官公署、
学校等）

2施設以上 ５

1施設 ３

項目 評価基準 評点
要配慮者利用施設※

（24時間入居・入院）
24時間施設である ３

要配慮者利用施設※

（施設別）
社会福祉施設、医療施設 ２
学校 １

要配慮者利用施設※ 特別警戒区域内 １５
警戒区域内 ５

要配慮者利用施設※

（収容人数）
50人以上 ５
10～50人未満 ３
10人未満 １

５ ２５ 点 以上
４ ２０ ～ ２４ 点
３ １５ ～ １９ 点
２ １０ ～ １４ 点
１ ９ 点 以下

５（高） １（低）
災害発生時の影響

近年の災害を踏まえ、緊急交通
路・緊急輸送道路を追加

※土砂災害防止法第八条第一項第四号
の規定による

土砂災害防止法の表現に統一



土砂災害対策の重点化指標の見直し （土石流対策）
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• Ａランク箇所の着手の目途が立ったことから、次に優先度の高いＢランク箇所の着手を進めていく。
• 地域の自助、共助の取組、市町村のまちづくりとの連携や地籍調査実施地域については、総合評価に反映する。

重点化の総合評価

４ C B Ａ Ａ Ａ

３ D C B Ａ Ａ

２ E D C B Ａ

１ E D C B A

１ ２ ３ ４ ５

Ⅱ災害発生時の影響

低
高

Ⅰ
災
害
発
生
の
危
険
度

高

Ⅱ災害発生時の影響 ＋Ⅲ地元要件

低 高

Ⅰ
災
害
発
生
の
危
険
度

高

Ⅲ地元要件を追加

自助意識
地域で継続的に避難訓練を実施

自主防災パトロールを実施

警戒避難体制
コミュニティタイムライン等の作成

個別避難計画等の作成

まちづくりとの

連携

居住誘導区域内※、かつ防災指針に
砂防関係施設の整備に関する方針
と保全すべき区域を記載

早期効果発現 地籍調査が完了または実施中

Ⅳ ．【評価】

Ａ：最優先箇所
Ｂ：優先箇所
Ｃ～E：当面ハード対策見送り

Ⅲ．【地元要件】（１ランクアップ）

土石流対策は、市町村の取組（防災まちづくり）や地元の
取組を評価。１ランクアップとする。
※居住誘導区域に接する地域を含む

立地適正化計画に基づくまちづくりや施設効果の早期発現が見込まれ
る地籍調査の取組を考慮

最優先（Aランク）箇所の着手が概ね完了したことから、優先（Bランク）箇所
の着手を行う

４ C B Ａ Ａ Ａ

３ D C B Ａ Ａ

２ E D C B Ａ

１ E D C B A

１ ２ ３ ４ ５

自助、共助
の取組を行っ
ている地域へ
のハード対策

用地取得の長
期化への対応

地籍調査の範囲

地籍調査の実施イメージ

土砂災害警戒区域（土石流）



４（高） １（低）

土砂災害対策の重点化指標の見直し （急傾斜地崩壊対策）
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• 「災害発生の危険度」については、現行の考え方を維持する。

４ ２０ 点 以上
３ １７ ～ １９ 点
２ １４ ～ １６ 点
１ １３ 点 以下

災害発生の危険度
Ⅰ．【災害発生の危険度】

評価

但し、がけ崩れが発生すれば、【災
害発生の危険度】をランク４とす
るものとする。

項目 評価基準 評点

斜面角度
50度以上 ５
40度以上50度未満 3

30度以上40度未満 １

斜面高さ
30m以上 ５
10m以上～30m未満 3

5m以上～10m未満 １

地表の状況

亀裂が発達開口、1m以上の転石、オーバーハン
グを有する 5

斜面に不規則な凹凸を有する※1（横断形状） 3

凹凸が無く、平坦な斜面である※2（横断形状） 1

地盤の状況

傾斜30度以上の不連続斜面が流れ盤構造をな
す 5

完全に風化し土壌化している又は、未固結土砂
（崩積土、段丘堆積物含む）である ４

風化作用を受け、一部は粘土化又は割れ目が発
達し粘土を挟在する ３

岩質は非常に堅硬で全く風化していない又は、僅
かに風化岩質が認められる １

湧水の有無
湧水が常時ある又は、降雨時に湧水がある 5

斜面が常時ジメジメしている 3

斜面は乾燥している 1

災害について、明確化



土砂災害対策の重点化指標の見直し （急傾斜地崩壊対策）
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• 「災害発生時の影響」については、現行の考え方を維持しつつ、緊急交通路等を項目に追加する。

Ⅱ．【災害発生時の影響】

評価

５ ２０ 点 以上
４ １５ ～ １９ 点
３ １０ ～ １４ 点
２ ５ ～ ９ 点
１ ４ 点 以下

５（高） １（低）
災害発生時の影響

近年の災害を踏まえ、緊急交通
路・緊急輸送道路を追加

項目 評価基準 評点
要配慮者利用施設※

（24時間入居・入院）
24時間施設である ３

要配慮者利用施設※

（施設別）
社会福祉施設、医療施設 ２
学校 １

要配慮者利用施設※ 特別警戒区域内 １５
警戒区域内 ５

要配慮者利用施設※

（収容人数）
50人以上 ５
10～50人未満 ３
10人未満 １

保全人家戸数 20戸以上 ５
10戸～19戸 ３
5戸 ～9戸 １

避難所（警戒区域内）
代替施設が無い １０
代替施設が有る ５

避難路、・緊急交通路・緊急輸送
道路（警戒区域内）

有り ５

重要公共施設等（主要道路、鉄
道、官公署、学校等）

2施設以上 ５

1施設 ３

土砂災害防止法の表現に統一
※土砂災害防止法第八条第一項第四号
の規定による



土砂災害対策の重点化指標の見直し （急傾斜地崩壊対策）

83

重点化の総合評価

４ B Ａ Ａ Ａ Ａ

３ B B Ａ Ａ Ａ

２ C B B Ａ Ａ

１ C B B Ａ A

１ ２ ３ ４ ５

Ⅱ災害発生時の影響

低
高

Ⅰ
災
害
発
生
の
危
険
度

高

Ⅱ災害発生時の影響 ＋Ⅲ地元要件

低 高

Ⅰ
災
害
発
生
の
危
険
度

高

Ⅲ①地元要件を追加

項目 内容

警戒避難体制
コミュニティタイムライン等の作成

個別避難計画等の作成

Ⅳ ．【評価】

Ａ：事業実施箇所

Ⅲ①．【地元要件】（１ランクアップ）

急傾斜地崩壊対策は、地元の取組を評価。１ラン
クアップとする。

項目 内容

防災まちづくり
居住誘導区域内※、かつ防災指針に
砂防関係施設の整備に関する方針
と保全すべき区域を記載

※居住誘導区域に接する地域を含む

Ⅲ②．【地元要件】（Aランク）

【前提要件】
・急傾斜地崩壊危険区域の指定が可能であり、府条
例に基づく、受益者負担金の同意
・地域で継続的に避難訓練の実施

Aランク
とする

４ B Ａ Ａ Ａ Ａ

３ B B Ａ Ａ Ａ

２ C B B Ａ Ａ

１ C B B Ａ A

１ ２ ３ ４ ５

Ⅲ①

Ⅲ②

• 「災害発生時の影響」については、現行の考え方を維持しつつ、緊急交通路等を項目に追加する。
• 市町村のまちづくりと連携して行う急傾斜地崩壊対策については、総合評価に反映する。

自助、共助
の取組を行っ
ている地域へ
のハード対策



土砂・洪水氾濫対策

出典：土砂・洪水氾濫により大きな被害の恐れのある流域の調査要領（案）（試行版） 84

市町村史や大阪府所
有の土砂災害発生の
記録をもとに確認

0流域

（流域の地形的特徴に関する調査）
①河床勾配1/200となる地点Aより上流の流域面
積が3km2以上となる流域

80流域

（流域の流出しうる土砂量に関する調査）
②地点Aより上流の流域から流出しうる土砂は10
万m3以上かつ1万m3/km2以上となる流域

46流域

（保全対象に関する調査）
③地点Aより上流に公共施設等もしくは保全対象

家屋が50戸以上存在する流域
45流域

※流域の大半が他府県の3流域を含む

• 大阪府では発生ポテンシャル調査、被害ポテンシャル調査に基づき、大きな被害のあるおそれのある流域とし
て45流域が抽出された。



土砂・洪水氾濫対策
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• 今後、大阪府としてどのように土砂・洪水氾濫対策を進めていくのか検討するため、抽出された45流域から、
モデル流域を２流域選定した。

■モデル流域の選定手順
前提条件
①移動可能土砂量について ＜危険度＞
移動可能土砂量が多いほど、リスクが高いことから、1km2あたりの

移動可能土砂量が多い流域（上位20％以上）から選定する。
※流域の大半が他府県の3流域を除く

選定条件
②保全対象の多い流域 ＜影響度＞
流域面積当たりの保全対象の最も多い流域から、１流域を選定

する。
➣淀川水系 佐保川

③過去の災害数、砂防堰堤の整備数
過去の土石流発生件数が多い流域及び流域面積当たりの砂防

堰堤の整備が少ない流域から１流域を選定する。
➣土石流発生件数が多い流域：5件（２流域）
：大津川水系 牛滝川、大和川水系 千早川

➣上記２流域のうち、砂防堰堤の整備が少ない流域
：大和川水系 千早川

抽出された45流域
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• モデル流域（佐保川、千早川）において、流域治水砂防の考え方を踏まえ、砂防事業、河川事業、農林事業及
び林業等が連携し、土砂・洪水氾濫対策を検討。

■モデル流域における検討手順（案）

・データの収集
施設データ：砂防関係施設、治山施設、調節池など
区域データ：土砂災害警戒区域等、砂防指定地、保安林、森林区域など

砂防事業、河川事業、農林事業、林業等が連携し、土砂・洪水氾濫に関する理解を深め、対策について検討

・施設効果の確認及び対象とする土砂量の設定 ＜従前の土砂処理計画による＞
砂防関係施設、治山施設などの効果量を確認し、対応が必要な土砂量を設定

・対策イメージ案の作成
各部局で実現性のある対策を検討し、対策効果を確認

・土砂・洪水氾濫対策計画の検討 ＜新たな土砂処理計画による＞
生産土砂量の調査、流出解析、河床変動計算、氾濫解析により土砂処理計画及びリスク評価、
対策イメージ案をベースに、各事業が連携し、施設配置計画やリスクを踏まえた「逃げる施策」や

「凌ぐ施策」について検討

R７年度
以降検討

・土砂・洪水氾濫対策の実施
計画に基づき、各事業が連携して整備や対策を実施

・他流域等への展開
モデル流域の検討で得た知見を他流域や土石流対策へ展開



気候変動への対応（河川計画の検討状況）
• 大阪府における降雨変化倍率を検証した結果、世界平均気温２℃上昇時で1.08～1.23倍（約1.15倍）。４℃上
昇時で1.14～1.34倍となった。

• 河川計画での降雨分析の検討結果を踏まえながら、砂防計画で使用する計画降雨については、下流の河川計画
と整合を図る。

87出典：大阪府河川整備審議会 令和６年度第１回治水専門部会 資料



気候変動への対応（国の動き）
• 国は、降雨特性の変更に応じた生産土砂量の予測について、今後実装に向け着手することとされた。今後、砂
防計画立案手法が変更された場合は、大阪府の計画への反映を検討。

88出典：気候変動を踏まえた砂防技術検討会 第８回資料（https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_kikohendo.html）

https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_kikohendo.html


地震による土砂災害の対応
• 令和６年の能登半島地震や平成28年の熊本地震においては、地震に伴う土砂災害が多数発生した。
• 大阪府における地震時の対応については、土砂災害警戒情報の基準値の引き下げや土砂災害警戒区域及び砂防
関係施設の緊急点検等を実施している。

• 能登半島地震における土砂災害については、約８割が土砂災害警戒区域内で発生したことから、高精度な地形
情報による基礎調査を推進し、リスクを周知するとともに、今後、新たな知見等による対策が必要になった場
合は、府の対応も検討していく。

89出典：土砂災害防止対策推進検討会 第１回資料（https://www.mlit.go.jp/river/sabo/committee_dosyasaigaitaisaku/202406/05shiryo.pdf）



「防ぐ施策」の今後の進め方
• 「災害発生の危険度」「災害発生時の影響」をもとに優先順位をつけて、最優先であるAランク箇所から施
設整備を推進。土石流対策については次に優先度の高いBランク箇所に着手するとともに、まちづくりと連
携した土砂災害対策や近年の災害等を踏まえ、重点化評価の一部見直しを行い、整備を推進していく。

• 近年、全国で大規模な被害が発生している土砂・洪水氾濫対策については、モデル流域を選定し、関係事業
と連携して調査・検討を進め、他流域や土石流対策へ展開する。

• 気候変動に伴う降雨量の変化への対応については、河川事業や国動きを注視し、府の砂防計画へも反映する。
• 地震に伴う土砂災害に対し、今後、新たな知見等による対策が求められる場合は、府の対応を検討する。

取 組 施 策 課題等 今後の進め方

防
ぐ

土石流
対策 「災害発生の危

険度」「災害発
生時の影響」の
評価をもとに施
設整備を実施

・平成29年の九州北部豪雨や令和２年７月豪雨等により、土砂
災害等により道路が寸断され、孤立集落が発生したことや、令和６
年能登半島地震においても道路の寸断により避難・救助活動に支
障を及ぼしたことから、緊急交通路等の保全についての評価
・山間部の境界未確定地や所有者不明土地等により、用地取得に
要する期間が長期化しており、施設整備効果発現の遅れ

・【土石流対策】
最優先（Aランク）箇所の整備を着実に進め
るとともに優先（Bランク）箇所についても整
備に着手
・【急傾斜地崩壊対策】
最優先（Aランク）箇所の事業要件を満たした
箇所の整備を推進
・被災すると救助等に影響を及ぼす緊急交通
路等の保全や施設効果の早期発現、まちづく
りと連携した土砂災害対策について、優先順
位を上げて整備を進める

急傾斜
地崩壊
対策

・土砂災害警戒区域等を居住誘導区域から除外した結果、居住
誘導区域内に点在して居住誘導区域から除外された地域が存在し
ており、面的なまちづくりに支障がでるおそれ

土砂・洪
水氾濫
対策

土砂・洪水氾
濫対策の検討

・近年、全国で土砂・洪水氾濫が頻発化しており、被害のおそれの
ある流域の抽出及びその対策の検討

・過去の災害履歴や保全対象からモデル流域
を選定し、河川事業、農林事業及び林業等と
も連携しながら、最新の知見や技術も活用し
て調査・検討を進め、得られた知見を他流域
での検討や土石流対策事業へ展開する。

その他 気候変動等へ
の対応 ・気候変動に伴う降雨量の変化や地震に伴う土砂災害への対応

・今後、河川計画で使用される計画降雨が変
更される場合においては、砂防計画についても
整合を図るとともに発生土砂量の変化について
は、国の検討を注視し、砂防基本計画策定指
針等が改定された場合には、府の砂防計画へ
も反映する。また、地震に伴う土砂災害に対し、
今後、新たな知見等による対策が求められる場
合は、府の対応についても検討する。

90
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• 今後、高精度な地形情報を用いた基礎調査により、土砂災害のおそれのある箇所の見える化が進むことから、
府民一人ひとりへの周知がより重要となるため、新たな土砂災害警戒区域のハザードマップへの掲載率
100％を目指すとともに、府民へ土砂災害対策の効果を実感できるよう施設整備の進捗状況や整備による効
果を公表する。

• また、土砂災害警戒情報等が発表された際に、府民が自らの命を守るために起こした行動や意識の把握に努
める。

現在、大阪府のホームページにて地区単位のハザードマップの作成率を公表している。今後は、新たな土砂災害警戒
区域のハザードマップへの掲載率及び施設整備の状況を公表していく。

進捗管理の公表イメージ
土砂災害対策の効果検証

今後、高精度な地形情報を用いた土砂災害防止法に基づく区域指定が進み、新たなリスク情報の周知が避難に重要となることから、土砂災害
対策の進捗にかかる効果検証の「指標」を、新たな土砂災害警戒区域数に対する市町村ハザードマップへの掲載数を公表しています。あわせて、
土砂災害対策施設の整備状況と効果についても公表しています。

高精度な地形情報により新たに指定された土砂災害警戒区域のハザードマップへの掲載率 ■■％

●●●（ハザードマップへの掲載数）／○○○（新たな土砂災害警戒区域数）

「今後の土砂災害の進め方」に基づく、施設整備の状況および整備効果

平成24年以降、●●渓流に着手し、●●渓流で施設整備が完了しました
令和●年は、▲▲地区で施設整備が完了したことにより、人家■戸と国道●●号への被害軽減効果が期待されます


